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I. 検討事項

陸上無線通信委員会（以下「委員会」という）は、情報通信審議会諮問第 2040

号「気象レーダーの技術的条件」（平成 29年９月 27日諮問）のうち、「5GHz帯気

象レーダーの技術的条件」について検討を行った。 

II. 委員会及び作業班の構成

委員会の構成は別表１のとおりである。 

 検討の促進を図るため、委員会の下に設置されている気象レーダー作業班（以

下「作業班」という。）において気象レーダーの技術的条件について調査を実施し

た。 

作業班等の構成は別表２及び別表３のとおりである。 

III. 検討経過

１ 委員会での検討

①第 39回陸上無線通信委員会（平成 29年 10月５日）

気象レーダーの技術的条件に関する調査の進め方について検討を行った。

②第 68回陸上無線通信委員会（令和３年 12 月 14日～21日：メールでの検討）

「5GHz 帯気象レーダーの技術的条件」及び「9.7GHz 帯汎用型気象レーダーの技

術的条件」の検討及び意見募集を行う委員会報告（案）のとりまとめを行った。 

２ 作業班での検討 

①第１回気象レーダー作業班（平成 29年 10 月 13日）

気象レーダーの概要、気象レーダー作業班の運営方針の説明及び気象レーダーの

技術的条件に関する検討（案）を説明し、（案）のとおり承認した。また、今後の

作業班及び各サブ・ワーキング・グループの開催予定について説明、確認を行った。 

②第２回気象レーダー作業班（平成 29年 12 月 21日）

9GHz 帯の共用検討対象システムの概要等について、以下の項目について説明を

行った。 

・船舶レーダー

・航空機気象レーダー

・BS/CS放送受信システム

③第３回気象レーダー作業班（平成 30年４月 19日）

周波数の有効利用のための 5.3GHz 帯無線 LAN の DFS の技術的条件のあり方につ

いて説明を行い、技術的条件や課題について、今後の対応方針を確認した。 

④第４回気象レーダー作業班（平成 30年４月 19日）

主に船舶用レーダーとの混信及び共用の条件、航空機レーダーと 9GHz 帯気象レ

ーダーとの共用検討方針、気象レーダーと BS/CS受信共用検討等について説明を行

った。 
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⑤第５回気象レーダー作業班（平成 30年 12 月６日） 

 気象情報のユーザーからの要望、技術的条件（諸元）の分類、9GHz帯気象レーダ

ーに必要な諸元案、共用システムとの検討状況、5.3GHz 帯無線 LAN の DFS の見直

しに係る測定の結果等の検討状況の結果を報告した。また、気象レーダー作業班の

報告書骨子案について確認を行った。 

 

⑥第６回気象レーダー作業班（令和元年５月 27日） 

 9.7GHz 帯汎用型検討スケジュールや検討体制（案）、汎用型における 9.4GHz 帯

と 9.7GHz 帯の区分け（案）、9.7GHz 帯汎用型気象レーダーの諸元や設置台数につ

いて検討結果を報告した。また、占有周波数帯幅（OBW）及び特性周波数や、衛星

放送受信設備との共用検討の状況について報告を行った。 

 

⑦第７回気象レーダー作業班（令和２年５月 13日） 

 5GHz帯サブ・ワーキング・グループにおける検討状況の報告を行った。 

 

⑧第８回気象レーダー作業班（令和３年 10 月 22日） 

 作業班報告書の取りまとめを行った。 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 構成員 

 

（令和３年 11月 11日現在 敬称略） 

氏名 所属 

主 査 委 員 安藤 真 東京工業大学 名誉教授 

主 査 代 理 

専 門 委 員 

豊嶋 守生 国立研究開発法人情報通信研究機構ネットワーク研究所  

ワイヤレスネットワーク研究センター 研究センター長 

委 員 森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

専 門 委 員 秋山 裕子 富士通株式会社 共通技術開発統括部 ソフトウエア化技術開発室長 

飯塚 留美 一般財団法人マルチメディア振興センター ICTリサーチ＆コンサルティ

ング部 シニア・リサーチディレクター 

伊藤 数子 特定非営利活動法人 STAND 代表理事 

河野 隆二 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 兼 同大学 未来情報通信医療社会基盤センター長   

児玉 俊介 一般社団法人電波産業会 専務理事 

齋藤 一賢 日本電信電話株式会社 技術企画部門 電波室長 

田中 秀一 一般社団法人全国陸上無線協会 専務理事 

田丸 健三郎 日本マイクロソフト株式会社 技術統括室 業務執行役員 ナショナルテクノロジー オフィサー 

土田 健一 日本放送協会 放送技術研究所 伝送システム研究部 部長 

日野岳 充 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 専務理事 

藤井 威生 電気通信大学  先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

藤野 義之 東洋大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授 

本多 美雄 欧州ビジネス協会 電気通信機器委員会 委員長 

松尾 綾子 株式会社東芝  情報通信プラットフォーム研究所 ワイヤレスシステ

ムラボラトリー 室長 

三谷 政昭 東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授 

三次 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

吉田 貴容美 日本無線株式会社 シニアエキスパート 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 

気象レーダー作業班 構成員 

 

（令和３年 10月 22日現在 敬称略） 

氏名 所属 

主任 川西 哲也  早稲田大学 教授 

主任代理 

(9GHz帯リーダ

ー) 

牛尾 知雄  大阪大学 教授 

(5GHz帯リーダ

ー) 

中村 健治  名古屋大学 名誉教授 

構成員 相川 和則 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第４回まで） 

村上 直弘 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第５回から第７回まで） 

安江 仁 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第８回から） 

石垣 悟  日本無線（株） 担当部長（第６回まで） 

岡島 健 日本無線（株）ソリューション事業部 水インフラ技術部 水事業推進グループ（第７回から）  

小出 孝治 （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第４回まで） 

市川 麻里  （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第５回から第７回まで） 

渡辺 知尚 （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第８回から） 

柿元 生也 三菱電機（株） 通信機製作所インフラ情報システム部監視管制システム課 専任  

工藤 則安 気象庁 観測部 観測課 調査官（第２回まで） 

梶原 佑介 気象庁 大気海洋部 観測整備計画課 遠隔観測技術管理調整官（第３回から） 

田村 知紀 全日本空輸（株） 整備センター 技術部 電装技術チーム（第１回） 

菊池 弘明  全日本空輸（株） 整備センター 技術部 担当部長（第２回から第６回まで）  

並木 広行 全日本空輸（株） 整備センター 技術部 マネジャー（第 7回から） 

佐藤 常人 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 課長補佐（第２回まで）  

小嶋 正一 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 企画専門官（第３回から第７回まで）  

中村 淳一 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 企画専門官（第８回から） 

龍野 真哉 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第２回まで）  

鮫島 耕治  海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第３回から第６回まで）  

別表２ 
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狩野 建司 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第７回） 

伊藤 武志 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 専門官（第８回から） 

清水 昭典  古野電気（株）SSBUソリューション開発２課 課長  

正源 和義  (株)放送衛星システム 総合企画室 専任部長 （第７回まで） 

田中 祥次 (株)放送衛星システム 総合企画室 専任部長（第８回から） 

鷹取 泰司  （一社）電波産業会 無線 LAN開発部会 副委員長  

田北 順二  （一社）全国船舶無線協会 水洋会部会 事務局長  

田島 慶一  スカパーJSAT（株）技術運用部門 放送技術本部システム技術部 放送技術主幹 

田中 祥次  NHK放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第４回まで） 

横畑 和典 NHK 放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第５回から第７回まで） 

長坂 正史 NHK放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第８回から） 

初村 昭敏 国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航空管制技術調査官（第４回まで）  

渡邊 浩志 国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航行支援技術高度化企画室 管制技術調査官（第５回） 

川村 和也  国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航行支援技術高度化企画室 管制技術調査官（第６回から）  

花土 弘  （国研）情報通信研究機構 電磁波研究所 リモートセンシング研究室研究マネージャー  

松田 圭太  防衛省 整備計画局 情報通信課 防衛部員（第６回まで）  

阿部 敏和 防衛省 整備計画局 情報通信課 電波政策室 防衛部員（第７回） 

吉野 哲也 防衛省 整備計画局 情報通信課 電波政策室 防衛部員（第８回から） 

山口 貴洋 住友電設（株）通信システム事業部 広域通信システム部 部長（第５回まで） 

今井 克之 住友電設（株） 通信システム事業部 広域通信システム部 主管（第６回から）  

山路 昭彦  （一財）日本気象協会 防災ソリューション事業部 部長（第７回まで）  

増田 有俊 （一財）日本気象協会  技術戦略室 室長（第８回から） 

山本 雅也  （株）ウェザーニューズ 執行役員 

横山 悠  （株）JALエンジニアリング 技術部 システム技術室電装技術グルー

プ  

米本 成人  （国研）海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 上席研究員  

和田 将一  東芝インフラシステムズ（株）電波システム事業部 電波応用技術主幹 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 

気象レーダー作業班 5GHz帯サブ・ワーキング・グループ構成員 

 

（令和３年10月22日現在 敬称略） 

氏名 所属 

リーダー 中村 健治 名古屋大学 名誉教授 

構成員 

小林 顕造 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 係長 

岡田 良教 電気興業（株） 機器統括部 技術部 専任課長 

梶原 佑介 気象庁 大気海洋部 観測整備計画課 遠隔観測技術管理調整官 

斎藤 浩二 住友電設（株） 通信システム事業部 事業企画部 課長 

朝日 和哉 電気事業連合会 情報通信部 副長 

花土 弘 （国研）情報通信研究機構 電磁波研究所 リモートセンシング研究室研究マネージャー  

羽田 利博 日本無線（株） 担当課長 

松田 知也 三菱電機（株） 通信機製作所レーダシステム部レーダ３課 チームリーダー（第５回まで） 

柿元 生也 三菱電機（株） 通信機製作所インフラ情報システム部監視管制システム課 専任（第６回から） 

和田 将一 東芝インフラシステムズ（株） 電波システム事業部 電波応用技術主幹 
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IV. 検討の概要 

 

第１章 検討の背景 

 

1.1. 気象レーダーとは 

 

 気象レーダーは電波を空中に放射し、雨や雲の粒からの反射波を捉えることで、

降水分布や風向風速等の観測を行う観測装置である。具体的には、図 1.1-1 のよ

うに、空中線を回転させながら電波（マイクロ波）を発射し、半径数百 km の広範

囲内に存在する雨や雪を観測する。発射した電波が戻ってくるまでの時間から雨や

雪までの距離を測り、戻ってきた電波(レーダーエコー)の強度から雨や雪の強度を

観測する。気象ドップラーレーダーは、雨や雪の強度に加え、戻ってきた電波の周

波数のずれ（ドップラー効果）を利用して、雨や雪の動きを観測することが可能で

ある。気象レーダーは、仰角を変更しながら水平回転し、気象レーダー設置位置を

中心とした半球内の降雨分布を３次元的に走査・測定する。 

 

 

 
図 1.1-1 気象レーダーの概念図（出典 気象庁 HP）  

 

 

 気象レーダーの持つ観測装置の特徴から、地上気象観測装置よりも早く雨雲の発

生を観測することが可能である。地上の気象観測網の代表例として、気象庁アメダ

ス（AMeDAS：Automated Meteorological Data Acquisition System）があるが、こ

れは現在日本全国約 1300 か所に設置され、１分又は 10 分毎に降水量、風向・風

速、気温、日照時間及び積雪深の観測を自動的に行っている。しかし、降水量はあ

くまで上空の雨雲により降らせた雨の量を観測しているものであり、事前に雨雲の

発生を検知できるものではない。気象レーダーは、図 1.1-2のとおり、積乱雲にな

る前の雨雲の卵の発生から、その雨雲の発達過程や衰弱過程、竜巻、突風の前兆現

象を早期に観測することが期待されている。 
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図 1.1-2 雨雲の発達過程とレーダーによる観測イメージ 

 

 

 その気象レーダーの観測範囲は主として使用周波数に依存し、日本国内では５

GHz 帯、９GHz 帯（9.4GHz 帯及び 9.7GHz 帯）の電波が使用されている。世界的に

は３GHz 帯 1も使用されている。5GHz 帯気象レーダーはより広域を観測することを

目的としているが、9GHz 帯は広範囲を観測するタイプと狭い範囲を観測するタイ

プに分かれる（図 1.1-3）。観測タイプの違いは、その観測可能な気象現象と関連性

が高く、広域観測を目的とする 5GHz帯気象レーダー、9GHz帯気象レーダーでも広

範囲観測を目的とするタイプのレーダーの場合は、台風や低気圧、前線などといっ

た空間的な広がりの大きい気象現象の観測に向いている。一方、9GHz 帯気象レー

ダーのうち、狭い範囲の観測を目的とするものは、局地的大雨や突風、竜巻など、

空間的な広がりが小さい気象現象の観測に向いている。 

 

 このように様々なタイプの気象レーダーにより多様な気象現象の観測が可能と

なっており、この観測結果を基にした気象予測や防災情報が気象庁や民間気象会社

などから情報提供されている。これらの情報は国民に広く提供されており、国民の

安全安心の確保に活用されている。昨今の局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨）や大

規模な水害の増加等を受け、気象レーダーによる気象予測や防災情報の重要性は増

してきていると言える。 

 

                                            
1 日本では、富士山レーダーとして 2.8GHz 帯気象レーダーを使用してきたが、気象衛星により台風の接近

を観測できるようになったこと及び代替のレーダーが長野県車山と静岡県牧之原台地に設置されることに

よりその役割を終え、平成 11 年に富士山レーダーの運用は終了した。 
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図 1.1-3 気象レーダーの観測範囲の特徴 

 

1.2. 現在国内で展開されている気象レーダーについて 

 

 災害をもたらす気象現象をなるべく早く検知するためには、広範囲での観測が可

能な気象レーダーを用いることは非常に有効である。かつ、なるべく少ない台数で

日本全国をカバーできる観測網を整備することが、周波数の利用効率の観点から見

ても望ましい。このため、我が国では広範囲が観測可能な 5GHz 帯の気象レーダー

を中心に展開を進めてきた。5GHz 帯気象レーダーの特徴として、観測半径が気象

レーダーから最大 400km程度で非常に広範囲な観測が可能であるため、気象庁によ

る予報業務への活用に加えて、国の関係機関や地方自治体、公共インフラ運営企業

（電力、ガスなど）、及び一般国民が広く利用できる。また、9GHz帯に比べて降雨

減衰の影響を受けにくい特長を生かし、空港に設置して、航空機の離着陸に大きな

影響を与える低い高度での風向変動である低層ウィンドシアーの検出にも用いら

れている。 

 これに対して、9GHz 帯気象レーダーは、アンテナ径を小さくできるのでレーダ

ー本体を小型化することができ、様々な探査方法（高速スキャンやスキャン方法の

多様化）を実現しやすい。ただし、送信周波数が 9GHz 帯であるため、降水による

信号の減衰が大きく、観測半径をあまり大きくすることはせず、気象レーダーから

半径 50～80km 程度としている。現在では、9GHz 帯気象レーダーの免許人として、

国や地方自治体、公共インフラ運営企業に加えて、民間企業でも設置が可能となっ

てきている。 

 5GHz帯気象レーダーの現状について、詳細を以下のとおり述べる。 

 

1.3. 5GHz帯気象レーダーの現状と動向 

 

1.3.1. 5GHz帯気象レーダーの現状 

 

 5GHz 帯気象レーダーは、免許人が気象庁や国土交通省、電力会社等により運用

されている。5GHz帯気象レーダーの特徴の一つとして、半径数百 kmの広範囲での

観測が可能であることが挙げられる。このため、台風や低気圧、前線などを要因と

する雨雲、冬によく見られる日本海での筋状の雪雲といった、現象のサイズが数百

km 程度の気象現象の観測を行い、雨雲や雪雲の発生や台風、低気圧の動きを早期

検知することに強みを持つ。こうした特徴は、気象庁や国土交通省等の公的機関が

５GHz帯の気象レーダー 

 5GHz帯の気象レーダー 

の観測範囲 

 9GHz帯の気象レーダー 

の観測範囲 

9GHz帯の気象レーダー 

9GHz帯の気象レーダー 

9GHz帯の気象レーダー 
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国民に対する一般的な気象予測や幅広い気象情報の提供といった目的に合致する。 

 
図 1.3.1-1 気象庁東京レーダー（気象庁 HP より） 

 

 

 
図 1.3.1-2 ５GHz帯の周波数割当状況 
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図 1.3.1-3 5GHz帯気象レーダーの設置（常置）場所 

（令和３年９月末現在） 

 

1.3.2. 5GHz帯気象レーダーの高度化の動向 

 

国内で現業用気象レーダーが稼働して既に半世紀以上が経過した。開発当初か

ら現在、また近い将来までの気象レーダー技術の動向を図 1.3.2-1に示す。気象

レーダーは、1950年代から降雨からの反射電力により雨の強弱を定性的に観測す

る反射型レーダーとして始まった。この時代の要素技術としては送信管として自

励発振型のマグネトロンが用いられ、受信機はアナログ方式の対数増幅器が用い

られた。受信機の出力ビデオ信号は白黒の残光型ディスプレイ（PPI: Plan 

Position Indicator）に空中線回転と同期しながら映し出され、雨域の強弱を輝

度の強弱に比例させ暗室で観測（スケッチ）するアナログタイプのシステムであ

った。 
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図 1.3.2-1 気象レーダー技術の動向 
 

その後、1970年代にはデジタルICやミニコンピュータなどデジタル技術が発達

し、これらの採用によりシステムの安定化と高度な処理が可能となり、定量的雨

量観測ができる雨量レーダーへと発展してきた。観測データはカラー表示器によ

り明るい場所でも鮮明に映し出され、デジタル記録によりオフラインでの解析等

も可能になった。 

1990年代に入ると、降雨強度に加え、大気の流れ（反射電波の位相情報から風

を推定）を観測できるドップラーレーダーへと発展してきた。位相情報を安定的

に扱うために送信機として増幅型のクライストロンが主流となり、受信機もリニ

アアンプとデジタルIQ方式が採用されるようになった。また、ここまでのレーダ

ータイプでは単一の偏波（一般的には水平偏波）のみを用いた電波の送受信であ

ったが、２つの偏波（水平偏波と垂直偏波）を用いた二重偏波レーダーがドップ

ラーレーダーとほぼ同時期に実用化されてきた。これにより、降水現象を２つの

偏波を用いて観測することで降水の粒径分布がリアルタイムに推定でき、より精

度の高い降水量を推定することが可能となった。ドップラーや二重偏波による観

測を多要素（MP：Multi Parameter）観測と呼ぶ。 

2000年代に入ってくると、ドップラーレーダーと二重偏波レーダーを統合した

二重偏波ドップラーレーダー、いわゆる本格的なMPレーダーの実用化が進み、

5GHz帯気象レーダーについては順次MPレーダーに置き換えられている。 

 

図 1.3.2-2 5GHz 帯気象レーダーの性能 
技術スペック等 概要 

用途 広域を対象とした観測（固定運用） 

観測範囲 半径120km～400km程度 
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使用周波数帯 5250～5372.5MHz 

観測分解能 250m～１km程度 

観測周期 約５分 

空中線サイズ 直径４m程度（ビーム幅約１度） 

設置場所 比較的高い山頂、市街地のビルや鉄塔 

 

この2000年代ではデジタル技術がさらなる発展を遂げ、より高い周波数の信号

もデジタル処理できるようになってきた。要素技術としては中間周波数（IF）を

デジタル処理するデジタルIF処理が採用され、信号を更に安定的に扱うことがで

きるようになった。 

更に周波数有効利用の観点から、総務省の「クライストロン送信機デジタル波

形成形技術及び固体素子等を用いたレーダー技術の研究開発」（2005～2007年）に

よって固体化MPレーダーが開発され、2010年代に現業気象レーダーとして実用化

された。このレーダーは、図 1.3.2-3に示すように従来のマグネトロンやクライ

ストロンの代わりに半導体素子を使用した固体化送信機を採用している。これに

よりチャネル幅の狭帯域化、送信電力の低出力化が図られて、レーダー間の電波

干渉が低減された。 

この固体化MPレーダーの登場によって、従来の半分以下の離調幅で密な周波数

配置をした場合でも与干渉レベルの大幅な軽減が可能となった。これを受けて、

従来気象レーダー用に割り当てられていた100MHzの周波数の帯域幅を45MHzに抑え

る周波数の再配置計画が実施され、設備更新されるレーダーから順次周波数移行

が進められている。 

既に防災目的で運用中である固体化MPレーダーシステムの一例として、その外

観を図 1.3.3-4に示す。 
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図 1.3.2-3 送信素子の移行による狭帯域化と低出力化 

 

 

 

図 1.3.3-4 固体化 MP レーダーシステムの外観 

気象レーダーの送信電波のスプリアス（当該レーダーの必要周波数帯以外で放

射される電波）を抑圧するためのデジタル波形技術、また固体化MPレーダーで必
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要となるパルス圧縮技術等が近年のレーダーにおける重要な技術要素である。 

 同一周波数帯域で共用する他の無線システム、具体的には 5.3GHz帯無線 LAN

は、このような技術変化に対応することが必要となる。 

 

1.3.3. これまでの情報通信審議会における検討状況 

 

我が国においては、WRC-03において5150～5350MHz及び5470～5725MHzが無線LAN

を含む無線アクセスシステムに一次業務として分配され、無線標定業務、地球探

査衛星及び宇宙研究業務との共用に係るDFS及びTPCの仕様や共用基準に係る勧告

が採択されたことを受け、平成16年度情報通信審議会一部答申において、無線LAN

に5250～5350MHzが開放された際、無線標定業務との共用を考慮して、親局はDFS

を具備することとされたと同時に、今後の検討課題として、無線LANと気象レーダ

ーとの間で5250～5350MHzを共用する観点から、「今後の気象レーダーの高機能化

等に際しては、その諸元や技術的特性に配慮」することとされた。 

さらに、平成18年度情報通信審議会一部答申においては、半導体素子を用いた

気象レーダー技術の移行が想定され、既存システムのDFSの検出レベルや測定方法

では共用できない可能性が指摘されたことを踏まえ、今後、気象レーダーが採用

する技術方式の動向を注視するとともに、必要に応じ、無線LANのDFSに係る技術

的条件を見直すことが必要であるとされ、平成24年度及び29年度情報通信審議会

一部答申においても同様に、「5250MHzから5350MHzまでの周波数の電波を使用する

気象レーダーの高度化が導入される段階で現行のDFSの測定条件で適切に動作する

かの検証を行い、その上で必要が生じればDFSの測定条件の見直しを図ることが適

当である」とされたところである。 
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第２章 5GHz帯無線 LANとの共用 

 

2.1. 共用システムの概要 

我が国における5GHz帯の使用状況を図 2.1に示す。我が国では気象レーダーは

5.25～5.37GHz帯を使用しており、5250～5350MHzを使用する5.3GHz帯の無線LANと

の共用が必要となる。 

 

 
図 2.1 現在の 5GHz 帯の使用状況 

（赤字は、無線LANとの共用検討対象システム） 

 

2.1.1. 無線 LANの DFSに関する規定状況 

 

 

2.1.1.1. DFSの概要 

DFSとは、5GHz帯無線LAN等の無線アクセスシステムがレーダーシステムに影

響を与えないように、無線アクセスシステムがレーダーパルスを検出した場合

には、同レーダー波と帯域が重複するチャネルでの送信を停止する機能であ

り、ITU-R勧告M.1652-1においてDFSの搭載が義務付けられ、我が国においては

技術基準2に基づき、DFSの具備を必須としている（参考資料１：平成19年総務

省告示第48号）。 

DFSの動作概要については図2.1.1.1で示すとおり、無線アクセスシステム

は、運用前の60秒間及び運用中において、レーダーシステムからのレーダー波

をモニタリングする。上記モニタリングにおいてレーダー波を検出した場合、

10秒以内に当該周波数から立ち退き、また、当該周波数での電波発射は最低30

分間回避する必要がある。 

 

図 2.1.1.1  DFS の動作概要 

                                            
2無線設備規則第 49条の 20第３号ワ、同条第４号リ及び同条第５号リ 



 

18 
 

 

我が国においては、5.3GHz帯小電力データ通信システムにおけるレーダー波

の要求レベル（DFS閾値）については表2.1.1.1で示すとおり、受信利得が0dBi

のアンテナを使用した場合において、最大EIRPが200mW未満のデバイスについて

はDFS閾値を-62dBm、最大EIRPが200mW以上のデバイスについてはDFS閾値を-

64dBmにすることが規定されており、あわせて5.3GHz帯小電力データ通信システ

ムのDFSを対象とした試験方法を定めている。 

 
表 2.1.1.1 我が国の DFS 検出閾値 

最大EIRP DFS閾値 

200mW未満 -62dBm 

200mW以上 -64dBm 

注 送信空中線の絶対利得は、0dBiとする。 

 

 

 

2.1.1.2. ITU-Rにおける規定状況 

5250～5350MHz及び5470～5725MHzでは、平成24年（2012年）世界無線通信会

議（WRC-12）における決議第229のresolves 8 により、レーダーシステムと無

線LANの共用を保証するため、無線LANシステムはITU-R勧告M.1652-1のAnnex1の

干渉軽減技術（DFS）の搭載が義務付けられている。ただし、5650～5850MHzに

ついては、我が国における移動業務によるこの帯域の使用は決議第229の対象外

となり、DFSの具備は義務となっていない。 

なお、現時点では、当該周波数帯において保護の対象となるレーダーは、

ITU-R勧告M.1638-0に規定されたものに限定されている。 

 

2.1.1.3. 我が国における規定状況 

我が国におけるDFSに係る要求条件の詳細は、以下の表に示すとおりであり、

これらは無線設備規則第四十九条の二十第三号ワ及び第四号のリの規定に基づ

く小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件（平成19年総務

省告示第48号）の四で規定され、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する

規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法（平成16年総務省告示

第88号）別表第45に基づいてDFSの特性試験が行われる。 

試験機器の通信負荷条件は、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度

で、無線設備の最大伝送信号速度の50％となるように設定されている。 

 

表 -1は、DFSの各機能に要求される時間パラメータを示したものであり、

ITU-R勧告M.1652-1の規定を参照した値が設定されている。 

 

表 2.1.1.3-1 我が国の DFS 要求の時間パラメータ 
パラメータ 値 

Channel Availability Check Time 

（送信しようとしているチャネルの占有周波数帯幅内における 

レーダーが送信する電波の有無の確認時間） 

60 秒 

Channel Move Time注 

（運用中チャネル監視の機能及び送信停止時間） 
10 秒 

Non-Occupancy Period注 30 分 
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（運用中チャネル監視によりレーダー電波が検出された場合の送信停止時間） 

注 工事設計書において確認される。 

 

我が国におけるDFSの検出閾値は、表2.2.2.1のとおりであり、ITU-R勧告

M.1652-1の規定を参照した値が設定されている。 

 

表 -2は、試験信号のパラメータを示したものである。 

5.3GHz帯については、パルス１と２は、いずれも固定パラメータの短パルス

波形である。 

 

表 -2 我が国の DFS パルスパターン 

周波数

帯 
試験信号 

パルス幅 

[μs] 

パルス繰り返し周波数 

[Hz] 

Pulses 

per burst 

(PPB) 

繰り返し周期 

[s] 

5.3GHz

帯 

固定パルス１ 1.0 700 18 15 

固定パルス２ 2.5 260 18 15 

注 ホッピング間隔は、3msとする。 

 

表 -1は、必要とされるレーダー信号の検出確率を示したものである。 

5.3GHz帯を使用する場合、はじめの20信号中の検出回数が15回以上、又は、

はじめの20信号中で検出回数が11回以上かつ40信号中の検出回数が24回以上で

ある必要がある。 
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表 -1 我が国で要求される検出確率 
レーダーの種別 最小検出確率 

5.3GHz帯 
固定パルス１ 

以下のどちらかの条件を満たす 

・15/20 以上 

・11/20 以上 かつ 24/40 以上 

固定パルス２ 同上 
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2.1.2. DFSに求められる基本的な要素 

従来、DFSが検出すべきパルスパターンは、電子管タイプのレーダーが使用する

短パルスに基づき規定されていたが、固体化MPレーダーは図 及び図 2.1.2-1のよ

うに短パルスと長パルスを使用する。 
図 2.1.2-1 気象庁が運用している固体化 MPレーダーのパルス 

 

 

 

 

図 2.1.2-1 国土交通省が運用しているレーダー雨量計のパルス 

（上段：従来のパルス方式レーダー雨量計、下段：固体化MPレーダー） 

 

固体化MPレーダーによる気象観測のイメージを図2.1.2-3に示す。 
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図2.1.2-3 固体化MPレーダーによる気象観測イメージ 

 

気象レーダーの受信感度は、送信波のピーク電力とパルスの幅の積に比例し、

レーダーからの距離の２乗に反比例する。これに基づいて気象レーダーでは、観

測に必要な探知距離と、最小受信感度を満たすように、パルス幅等を設定する。 

短パルスの幅の値は、距離分解能に応じて設定され、例えば150mの距離分解能

は1.0μs幅に相当する。 

長パルスの幅の値は、観測範囲と受信感度に応じて設定され、幅を長くすると

遠方の受信感度が向上し、より遠くの雨を捕捉できるようになる。パルス幅を長

くするほど、小さなピーク電力により遠方を観測することができるが、距離分解

能はパルス幅に比例するため、長パルスにおいては距離分解能を維持するために

チャープ変調を施したパルス圧縮技術が用いられる。また、パルス送信中は受信

ができず、近距離の観測ができなくなるため、近距離の観測では短パルスを送受

信することで補完を行うが、短パルスの受信感度は低いため、長パルスが長くな

り補完領域が増えると、補完しきれなくなる。このため、遠距離（300～400km）

の観測には長めのパルス（100～200μs）を、中距離（150km程度）の観測には短

めのパルス（30～70μs）を用いる。 

短パルスと長パルスの間（ブランク１）は、短パルスの受信時間（近距離の観

測範囲）に相当し、長パルスの送信中は受信ができない領域を補う目的から、基

本的に長パルスの幅とほぼ同じ長さとなる。なお、長パルスの幅は半値幅（3dB

幅）で定義され、パルスの立ち上がり開始から立ち下がり終了までの全パルス長

は、長パルスの幅より10～20％程度長くなる。また、ブランク１を必要以上に長

くすることは、処理に用いるパルス数の減少により観測精度の低下に繋がるとと

もに、ドップラー速度の観測精度が大幅に低下するため、避ける必要がある。 

長パルスと短パルスの間（ブランク２）は、長パルスの受信時間（観測範囲）

に相当する。 

国土交通省では、従来の電子管型レーダーによる雨量観測から、固体化MPレー

ダーへの移行に伴い、パルス出力が数百kW級から数kWに低減されたが、観測精度
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を維持するため、長パルス（100μs以上）によるパルス圧縮の技術が導入された

ところである。 

また、気象庁では、平成27年度（2015年度）以降、空港に設置された気象レー

ダーについて、電子管型レーダーから固体化MPレーダーへと設備更新を進めてお

り、空港以外に設置した気象レーダーについても同様の更新を令和元年度（2019

年度）以降に進めている。 

このため、今後、全国への固体化MPレーダーの導入がいっそう進むことが想定

され、無線LANと気象レーダーが周波数共用を行うに当たっては、固体化MPレーダ

ーのパルスパターンに対応した新たなDFSの技術基準を策定する必要があった。具

体的には、我が国で規定されている項目として、パルスの変調方式、パルス幅、

パルス繰り返し周波数（PRF）、バースト当たりのパルス数、バースト間隔（繰り

返し周期）、検出確率、検出閾値及び通信負荷率について見直すことが適当であ

る。 
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第３章 5.3GHz帯無線 LANとの共用条件 

3.1. 次世代高効率無線 LANとの周波数共用条件 

5.3GHz帯で運用される次世代高効率無線LANと気象レーダーとの周波数共用

検討については、平成16年度、18年度及び24年度情報通信審議会一部答申に

あるとおり、これまでの20MHz/40MHz/80MHzシステムとの周波数共用条件の検

討結果を踏まえ、以下のようにすることが必要である。 

① 隣接チャネル及び次隣接チャネル帯域、帯域外領域及びスプリアス領域

における不要発射の強度の許容値が802.11axで規定するスペクトラムマ

スクに準拠すること。 

② ITU-R勧告M.1652に基づくDFS機能を具備すること。 

③ WRC決議第229に基づき、TPC機能を具備すること、又はTPCを具備しない

場合は規定の最大出力から3dB低下すること。 

 

また、今回の技術検討において、IEEE802.11無線LANの使用周波数帯から外

れた帯域において動作する気象レーダー（成田空港、中心周波数5335MHz）に

ついて、DFS機能が動作しないことが想定される。そこで、参考資料２に示す

とおり検討を行った。その結果、従来の802.11acのスペクトルマスクを想定

した場合において、帯域外漏洩電力が十分に抑圧されることから干渉マージ

ンが確保されることを確認した。従って、802.11acよりも厳しいスペクトル

マスクを規定する802.11axにおいても共用可能であると結論付けることが適

当である。 

 

3.2. 高速移動時における DFS動作検証 

平成24年度情報通信審議会一部答申では、平成18年度情報通信審議会一部

答申において検討された高速移動時におけるDFS動作検証の結果が引用されお

り、本報告においても同様に、（ア）及び（イ）のとおり、その結果を述べ

る。 

基本的には、WRC-03において決議第229により一次分配された移動業務につ

いては、固定利用に限定したものではないため、高速移動体内での利用も含

まれるものと考えられる。また、グローバルな製品普及による利便性を確保

する必要を勘案すれば、高速移動体内で使用する無線LANに対して特殊な基準

や試験工程を設けることは極力避けることが望まれる。 

 

（ア）レーダービームの旋回速度に対する高速移動体の相対速度 

高速移動体の現実的な移動速度としては、300km/h程度が想定されるが、

レーダービームの旋回速度（4rpmの場合、5kmの距離で7540km/h、50kmの距

離で75398km/h）に対する移動体の移動速度はごくわずかであり、DFSでモ

ニタリングできないほど、レーダービームの照射範囲内に高速で出入りす

るといったケースはほとんど想定されないため、300km/hの高速移動体であ

っても、レーダーからは相対的に固定運用している無線LANと変わりはない

と考えられる。 

 

（イ）レーダーが干渉を受ける確率と距離の関係及びレ－ダー画面上での干渉

縞の現れ方 

厳密には、高速移動体においては、レーダービームの旋回速度に対しDFS

の検出ウィンドウが相対的に小さくなることが想定されるが、4rpmのレー
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ダーに対し、対地速度1000km/hのときでも離隔距離6kmの地点で90％を維持

できると推定される。 

また、高速移動する移動体が建物等のシャドウイングによりレーダー波

を検出できない場合も想定されるが、これは「隠れ基地局」のモデルケー

スに相当すると考えられ、平成16年度情報通信審議会一部答申にあるとお

り、特段の支障はないものと考えられる。 

さらに、DFSの機能上、レーダー波検出後に停波するまでの１の通信系内

の総送出期間が260msであることに対し、例えば、無線LANを運用中の列車

がトンネル等を抜けた瞬間にレーダーと見通しとなり、その総送出期間に

無線LANがレーダーに対し定期的に干渉を与える可能性等について検討した

結果、以下のとおりであると考えられ、そのようなケースとなる確率は非

常に小さく、通常では特段支障はないものと考えられる。 

 

Ａ レーダーが干渉を受ける確率と距離の関係 

(A) 列車車両の遮蔽損が17dB程度では、隠れ基地局問題は起こらず、DFS

が正常に機能すると考えられる。 

(B) トンネル等を抜けレーダーと突然見通しになる場合などでレーダーに

干渉を及ぼす条件は、 

① レ－ダーが干渉を受けるエリア内にレ－ダー空中線軸があること 

② 窓際に置かれた無線LAN端末が送信していること 

③ レーダーの距離、方位平均時間内にあるレベル以上の干渉を与え

続けていること 

④ その窓際側の列車の側面がレ－ダー方向に面しており、伝搬路が

自由空間であること 

であり、これら全ての条件が揃ったときにレーダーは干渉を受ける可能

性がある。しかし、干渉を受けるエリア内にレーダー空中線軸がある確

率は距離12kmで１％程度であり比較的小さく、さらにこれら全てが揃う

確率は極めて小さいと考えられ、平成16年度情報通信審議会一部答申に

おいて「隠れ基地局問題」として検討されているとおり、列車の地上高

は低く、車窓からレーダー局までフレネルクリアランスが確保できて自

由空間となる状況は一般に少ないと考えられる。 

 

Ｂ レーダー画面上での干渉縞の現れ方 

無線LANとレーダーが近距離で突然見通しとなる場合干渉を生じる確率

は高くなるが、そのような状況、位置関係は特殊であると考えられ、決

まった軌道・航空路を通る列車や航空機の場合、事前に影響を与えない

周波数選択等で対応できるものと考えられる。また、航空機の場合かな

り遠方から見通しとなるので突然出現する確率自体無視できる程度に小

さいと思われる。 

従って、本干渉問題は、隠れ基地局問題と同様にかなり特殊な場合で

あって、問題が発生する確率は極めて小さく、列車、航空機での利用は

可能であると考えられる。 

ただし、以上の結果はあくまでもレーダーに対する干渉確率が小さい

というシミュレーション結果であり、以上に掲げる条件が整った場合に

おいては、干渉が発生する可能性があるという結果であることを踏まえ

る必要がある。 



 

26 
 

高速移動体内における無線LANの設置運用の場合においては、その設置

運用者は、運用地域周辺のレーダーの運用状況等について十分な事前調

査を行い、このようなケースが起こらないことを確認することが望まし

い。 

Ｃ 高速移動体での実証試験結果 

実際の航空機にDFS機能を具備した無線LANシステムを搭載し、レーダ

ー波をDFSにより検出できるかどうかについて実証したところ、特段支障

なく検出できたとの報告がある[18]。 
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第４章 動的周波数選択（DFS）の技術的条件 

DFSの技術的条件については、既にチャープ変調を使用するレーダーパルスに対

応している欧州におけるDFS の要求条件を参考としつつ、我が国の気象レーダー

の免許人等からの要求条件を踏まえ、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上

無線通信委員会5GHz帯無線LAN作業班にて検討が行われた。 

具体的には、我が国における無線LAN の使用状況等を踏まえDFSが検出すべき、

パルス幅、パルス繰り返し周波数（PRF）、バースト当たりのパルス数、バースト

間隔（繰り返し周期）、変調方式、検出確率、検出閾値及び通信負荷率を次のとお

りとした。 

 

4.1. パルス群（パルス幅、パルス繰り返し周波数（PRF）、バースト当たりのパルス

数、バースト間隔（繰り返し周期）、変調方式） 

 測定に使用する連続したパルス群は、次の条件に適合するものであること。 

 
表4-1 

4.2. 検出確率 

4.4に規定されるすべてのパルス群の検出確率は、60％以上であること。 

 

4.3. 検出閾値 

パルス群の電力は、現行どおり、無線設備の最大等価等方輻射電力により、

以下に示す干渉信号の検出閾値に従うこと。 

① 最大等価等方輻射電力が200mW未満の場合 -62dBm 

② 最大等価等方輻射電力が200mW以上の場合 -64dBm 

ただし、絶対利得0dBiの空中線の１μs当たりの平均受信電力とする。 

 

4.4. 通信負荷率 

欧州における無線LANシステムのDFS適合性試験は、ETSI standard EN 301 893

に規定されており、試験機器の通信負荷条件は、100ms当たりで30％の通信負

荷となるように設定されている。これを踏まえ、測定の間は、親局から子局に

対して、運用中チャネルを使用する任意の100ミリ秒間における合計の送信時

間が30ミリ秒以上である伝送を行うこととすることが適当である。 

 

 

なお、令和元年の総務省告示の改定において5.3GHz帯無線LANにおけるDFSを見

直しており、本パルスパターン等が反映されていることから、本報告による制度

整備は既に実施されていることとして取り扱う。 

 

ただし、5.3GHz帯気象レーダーの観測高度化に伴い、将来パルスパターンはよ

り複雑化し、現行の無線LANのDFS機能では対応しないケースが生じる恐れがあ

る。従って気象レーダーで使用するパルスパターンの調査を引き続き行い、観測
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性能が同等のものをまとめるなどの精査を行った後、無線LANから保護されるべき

パルスパターンを同定し、必要に応じて無線LAN側にDFSの見直しのための協議を

引き続き行っていく必要がある。 

他方、無線LAN側もIEEE802.11規格改訂等のチップセットの設計が行われるタイ

ミング等をとらまえ、DFSの国際基準等を踏まえた上で、我が国における技術基準

の見直しを行うこととなる。
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第５章 気象レーダーの高度化に係る課題 

1.3.2節で述べたとおり、電子管（マグネトロンなどの発振管やクライスト

ロンなどの増幅管）を用いる無変調パルス列のパルス変調方式のものから、

進行波導波管並の性能を有しパルス圧縮による低出力化・狭帯域化の可能な

固体半導体素子を用いる技術の採用への移行が進んでいる。 

このようなパルス圧縮技術を用いたレーダーについては、ピーク電力が低

く、パルス幅が長く、パルス期間中に周波数変調されている等、既存の無変

調パルスのレーダーとは特性が異なるため、既存システムのDFSの検出レベル

や測定方法では共用できない可能性があることが平成29年度技術試験事務

「無線LANのDFSにおける周波数有効利用の技術的条件に関する調査検討」に

おいて指摘されている。 

よって、気象レーダーの高度化に伴い5.3GHz帯無線LANのDFSの技術的条件

を見直すこととし、今後検出しなければならないレーダーのパルスパターン

は、第２章を踏まえることが適当である。 

なお、5.3GHz帯気象レーダーの高度化に伴い、将来パルスパターンが複雑

化し、現行の無線LANのDFS機能では対応しないケースが生じる恐れがあるた

め、その都度、無線LAN側にDFSの見直しを図っていく必要がある。他方、無

線LAN側もIEEE802.11規格改訂のタイミングで技術基準の見直しを検討するこ

ととなる。 

今回の技術的条件の検討においては、既に仕様が確定しているパルスパタ

ーンへの速やかな対応を図る観点から、5.3GHz帯無線LANのDFSについて暫定

的な基準を設けることとし、将来運用されるパルスパターン（参考資料３）

への対応については、引き続き検討することが適当であり、今後とも5.3GHz

帯気象レーダーのパルスパターンの調査を進め、観測性能が同等のものをま

とめるなど精査を行った後、最適なパルスパターンを作成し、DFSの見直しの

ために無線LAN側と引き続き協議を行っていく必要がある。 
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参考資料 
 

参考資料２及び３については、情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通

信委員会報告 平成 14年９月 30日付け諮問第 2009号「小電力の無線システムの

高度化に必要な技術的条件」のうち「次世代高効率無線 LANの導入のための技術

的条件」参考資料３及び４を引用している。
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参考資料１ 平成 19 年総務省告示第 48 号「小電力データ通信システムの無線

局の無線設備の技術的条件を定める件 

 

○平成十九年総務省告示第四十八号(無線設備規則第四十九条の二十第三号

ワ及び第四号のリの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無

線設備の技術的条件) 

(平成十九年一月三十一日) 

(総務省告示第四十八号) 

改正 平成一九年 六月二八日総務省告示第三六四号 

同 二五年 三月二七日同    第一三八号 

同 三〇年 六月二九日同    第二一五号 

令和 元年 七月一一日同    第一〇三号 

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第

三号ヲ及び第三号の二のニの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局

の無線設備の技術的条件を次のように定める。 

なお、平成十七年総務省告示第五百八十号(無線設備規則第四十九条の二十第三

号ヲの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条

件を定める件)は廃止する。 

一 キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電

波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇

ミリボルトを超える場合に、当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と

同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。 

二 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。

ただし、キャリアセンスを行った後八ミリ秒以内に、当該キャリアセンスを行

った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を

開始する場合は、キャリアセンスを行うことを省略することができる。 

三 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の

無線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。 

1 次に掲げる旨を筐
きよう

体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付

すことが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及

び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。 

(一) 親局(小電力データ通信システムの無線局であって、証明規則別表第二

号第三注12(5)に規定する親局をいう。以下同じ。) 

当該無線設備の送信は、屋内においてのみ可能である旨 

(二) 子局(小電力データ通信システムの無線局であって、証明規則別表第二
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号第三注12(5)に規定する子局をいう。以下同じ。)及び五・二GHz帯高出力

データ通信システムの陸上移動局 

当該無線設備の送信は、五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局

又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨 

2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。)により親局にあっては前号(一)に掲げる旨を、子

局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の場合にあっては

前項(二)に掲げる旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線

設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、

当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。 

四 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇

MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合

すること。 

1 親局の無線設備は、次のとおりであること。 

(一) 無線設備が送信しようとしている場合には、送信しようとしている周

波数の占有周波数帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を六〇秒

間確認(以下「利用可能チャネル確認」という。)すること。 

(二) 無線設備が送信している場合には、送信している周波数の占有周波数

帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を連続的に監視(以下「運

用中チャネル監視」という。)すること。 

(三) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出

するレーダーが送信する電波及び当該電波を検出する確率(以下「検出確

率」という。)は、次のとおりであること。 

(1) 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線

設備は、別表第一号によること。 

(2) 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無

線設備は、別表第二号から別表第四号までによること。 

(四) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出

するレーダーが送信する電波に対する親局の受信電力は、絶対利得〇デシベ

ルの空中線で受信するレーダー波送信期間中の平均電力において、次のとお

りであること。 

(1) 無線設備の最大等価等方輻射電力が〇・二ワット未満の場合 

(－)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上 

(2) 無線設備の最大等価等方輻射電力が〇・二ワット以上の場合 

(－)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上 
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(五) 無線設備は、利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視によりレ

ーダーが送信する電波を検出した場合には、当該電波を検出してから三〇分

の間、当該電波が検出された周波数の電波の送信を行ってはならない。 

(六) 無線設備は、運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検

出した場合には、無線設備及びそれに従属する子局の無線設備が送信する当

該電波が検出された周波数の電波の送信を一〇秒以内に停止しなければなら

ない。この場合において、全ての無線設備の送信時間の合計は、二六〇ミリ

秒以下とする。 

2 子局の無線設備は、親局からの制御によって自動的に送信する周波数を選択

し、送信を行い、送信を停止する機能を備えること。 

(平一九総省告三六四・平二五総省告一三八・平三〇総省告二一五・令元

総省告一〇三・一部改正) 

附 則 (平成三〇年六月二九日総務省告示第二一五号) 

(施行期日) 

1 この告示は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際現にされている小電力データ通信システムの無線局の無線

設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項

に規定する技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項に規定する工

事設計認証の求めの審査は、なお従前の例による。 

3 この告示による改正前の第三項の規定により屋内においてのみ送信可能である

旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正

後の同項の規定により五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上

移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された

又は表示することができるものとみなす。 

附 則 (令和元年七月一一日総務省告示第一〇三号) 

(施行期日) 

1 この告示は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示による改正前の第三項の規定に基づき当該無線設備の送信は五・二

GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を

除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができる親

局(小電力データ通信システムの無線局であって、特定無線設備の技術基準適合

証明等に関する規則別表第二号第三注12(5)に規定する無線局をいう。)の適合

表示無線設備については、この告示による改正後の同項の規定に基づき屋内に
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おいてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみな

す。 

3 電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適

合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の審査は、こ

の告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、この告示に

よる改正後の別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができ

る。 

別表第一号 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するレ

ーダーであって変調方式がパルス変調のものが送信する電波及び当該電波の検

出確率 

(令元総省告一〇三・全改) 

レーダーが送信する電波 検出確率 

種別 パルス幅(マイクロ

秒) 

繰り返し周波数(Hz) 連続するパルスの

数の最小値 

最小値 最大値 最小値 最大値 

一 〇・五 五 二〇〇 一〇〇〇 一〇 六〇パーセ

ント以上 

二 〇・五 一五 二〇〇 一六〇〇 一五 六〇パーセ

ント以上 

三 〇・五 五 二〇〇 一〇〇〇 繰り返し周波数に

〇・〇二六を乗じ

て得た値(一未満

の端数があるとき

は、これを切り上

げた値)若しくは

二二のいずれか大

きい値又は三〇の

いずれか小さい値 

六〇パーセ

ント以上 

四 〇・五 一五 二〇〇 一六〇〇 繰り返し周波数に

〇・〇二六を乗じ

て得た値(一未満

の端数があるとき

は、これを切り上

げた値)若しくは

六〇パーセ

ント以上 
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二二のいずれか大

きい値又は三〇の

いずれか小さい値 

五 〇・五 一・五 一一一四 一一一八 三〇 六〇パーセ

ント以上 

六 〇・五 一・五 九二八 九三二 二五 六〇パーセ

ント以上 

七 〇・五 一・五 八八六 八九〇 二四 六〇パーセ

ント以上 

八 〇・五 一・五 七三八 七四二 二〇 六〇パーセ

ント以上 

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式の

ものに限る。)から子局の無線設備に対して、任意の一〇〇ミリ秒間における

合計の送信時間が三〇ミリ秒以上の伝送を行う場合のものをいう。 

注2 この表において「A」とはP1及びP2の最大電力とし、「パルス幅」とは次の

図におけるP1のパルス幅W1とし、「繰り返し周波数」とは次の図におけるパル

ス周期の逆数とする。また、パルス幅及び繰り返し周波数は、最小値及び最

大値の間の任意の一の値とする。 

 

注3 一のパルス周期中に線形周波数変調を行うための周波数の偏移幅(以下

「チャープ幅」という。)、P1のパルス間隔T1、P2のパルス幅W2及びP1のパルス

幅W1とP2のパルス幅W2の差並びにP1のパルス幅W1に繰り返し周波数を乗じて得

た値(以下「デューティ比」という。)は、次のとおりであること。なお、各

パルス間隔及び各パルス幅は、それぞれ電力〇・五Aを基点とする各パルスの

立ち上がり時間及び各パルスの立ち下がり時間とする。 

(1) 種別三及び種別四の場合 

チャープ幅 (±)〇・五MHzから(±)一・〇MHzまでの範

囲内 

P1のパルス間隔T1 七〇マイクロ秒以上 

P2のパルス幅W2 二〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下 
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P1のパルス幅とP2のパルス幅の差 次に掲げる式による値が一五マイクロ秒以

上 

｜W2－W1｜ 

デューティ比 一〇パーセント未満 

(2) 種別五から種別八までの場合 

チャープ幅 (±)〇・五MHzから(±)一・〇MHzまでの範

囲内 

P1のパルス間隔T1 五〇マイクロ秒以上 

P2のパルス幅W2 二八・五マイクロ秒以上三三・六マイクロ

秒以下 

別表第二号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する

レーダーであって変調方式がパルス変調のうち無変調パルス列のものが送信す

る電波及び当該電波の検出確率 

(令元総省告一〇三・一部改正) 

レーダーが送信する電波 検出確率 

種別 パルス幅(マイクロ

秒) 

繰り返し周波数

(Hz) 

連続するパルスの

数 

一 〇・五 七二〇 一八 六〇パーセント以

上 

二 一 七〇〇 一八 六〇パーセント以

上 

三 二・〇 二五〇 一八 六〇パーセント以

上 

四 一マイクロ秒以上

五マイクロ秒以下

の幅のうち一マイ

クロ秒又は一マイ

クロ秒に一マイク

ロ秒の整数倍を加

えた幅 

四、三四七Hz以上

六、六六七Hz以下

の間の任意の一の

周波数 

二三以上二九以下

の任意の一の整数 

六〇パーセント以

上 

五 六マイクロ秒以上

一〇マイクロ秒以

下の幅のうち六マ

イクロ秒又は六マ

二、〇〇〇Hz以上

五、〇〇〇Hz以下

の任意の一の周波

数 

一六以上一八以下

の任意の一の整数 

六〇パーセント以

上 
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イクロ秒に一マイ

クロ秒の整数倍を

加えた幅 

六 一一マイクロ秒以

上二〇マイクロ秒

以下の幅のうち一

一マイクロ秒又は

一一マイクロ秒に

一マイクロ秒の整

数倍を加えた幅 

二、〇〇〇Hz以上

五、〇〇〇Hz以下

の任意の一の周波

数 

一二以上一六以下

の任意の一の整数 

六〇パーセント以

上 

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式の

ものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めな

い信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの

伝送を行う場合のものをいう。 

注2 レーダーが送信する電波の種別ごとの検出確率の平均値は、八〇パーセン

ト以上でなければならない。 

別表第三号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する

レーダーであって変調方式がパルス変調のうち変調パルス列(パルスの期間中に

搬送波を線形周波数変調するものに限る。)のものが送信する電波及び当該電波

の検出確率 

(令元総省告一〇三・一部改正) 

レーダーが送信する電波 検出確率 

種別 パルス幅(マイクロ

秒) 

繰り返し周波数

(Hz) 

連続するパルスの

数 

一 五〇マイクロ秒以

上一〇〇マイクロ

秒以下の幅のうち

五〇マイクロ秒又

は五〇マイクロ秒

に一マイクロ秒の

整数倍を加えた幅 

五〇〇Hz以上一〇

〇〇Hz以下の任意

の一の周波数 

一以上三以下の任

意の一の整数 

八〇パーセント以

上 

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式の

ものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めな

い信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの
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伝送を行う場合のものをいう。 

注2 連続するパルスの数の一のまとまり(以下「バースト」という。)は、一二

秒間に発射されるものとする。 

注3 チャープ幅は、五MHz以上二〇MHz以下の周波数幅のうち五MHz又は五MHzに

一MHzの整数倍を加えた周波数幅とする。この場合において、チャープ幅は、

バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとす

る。 

注4 バースト数は、八以上二〇以下の任意の整数とし、バースト間隔は、一二

秒間をバースト数で除した時間とする。 

注5 一のバースト内で複数のパルスがある場合、そのパルス幅は等しいものと

する。 

注6 一のバースト内で複数のパルスがある場合、その繰り返し周波数は、一の

パルスの繰り返し周波数と当該パルスの次の一のパルスの繰り返し周波数と

の間で関連性を有してはならないものとする。 

別表第四号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する

レーダーであって変調方式がパルス変調のうち周波数ホッピング方式のものが

送信する電波及び当該電波の検出確率 

(令元総省告一〇三・一部改正) 

レーダーが送信する電波 検出確率 

種別 パルス幅(マイクロ

秒) 

繰り返し周波数

(Hz) 

一のバースト内に

おけるパルスの数 

一 一 三〇〇〇 九 七〇パーセント 

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式の

ものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めな

い信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの

伝送を行う場合のものをいう。 

注2 この表において「バースト」とは、連続するパルスの数の一のまとまりを

いう。 

注3 周波数ホッピングにおける周波数(以下「ホッピング周波数」という。)は

五、二五〇MHzから五、七二四MHzまでの周波数のうち、五、二五〇MHz又は

五、二五〇MHzに一MHzの整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。 

注4 ホッピング周波数の切替間隔は三ミリ秒とし、すべてのホッピング周波数

の切替間隔の合計は三〇〇ミリ秒とする。 

注5 バースト間隔は、三ミリ秒とする。 
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参考資料２ 成田空港の気象レーダー（5335MHz）に対する W53 無線 LAN の干渉

量評価 
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参考資料３ W53 帯における DFS パルスパターンの暫定的な修正案 
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I. 検討事項

陸上無線通信委員会（以下「委員会」という）は、情報通信審議会諮問第2040

号「気象レーダーの技術的条件」（平成29年９月27日諮問）のうち、「9.7GHz帯

汎用型気象レーダーの技術的条件」について検討を行った。 

II. 委員会及び作業班の構成

委員会の構成は別表１のとおりである。 

 検討の促進を図るため、委員会の下に設置されている気象レーダー作業班（以

下「作業班」という。）において気象レーダーの技術的条件について調査を実施

した。当初は9.4GHz帯気象レーダーを先行して検討する予定で進めていたが、他

システムとの共用条件を十分に検討する必要があることから、9.7GHz帯において

汎用型気象レーダーを検討することとなり、その技術的条件の調査を実施した。

作業班等の構成は別表２及び別表３のとおりである。 

III. 検討経過

１ 委員会での検討

①第39回陸上無線通信委員会（平成29年10月５日）

気象レーダーの技術的条件に関する調査の進め方について検討を行った。

②第68回陸上無線通信委員会（令和３年12月14日～21日：メールでの検討）

「5GHz帯気象レーダーの技術的条件」及び「9.7GHz帯汎用型気象レーダーの技

術的条件」の検討及び意見募集を行う委員会報告（案）のとりまとめを行った。 

２ 作業班での検討 

①第１回気象レーダー作業班（平成29年10月13日）

気象レーダーの概要、気象レーダー作業班の運営方針の説明及び気象レーダー

の技術的条件に関する検討（案）を説明し、（案）のとおり承認した。また、今

後の作業班及び各サブ・ワーキング・グループの開催予定について説明、確認を

行った。 

②第２回気象レーダー作業班（平成29年12月21日）

9GHz帯の共用検討対象システムの概要等について、以下の項目について説明を

行った。 

・船舶レーダー

・航空機気象レーダー

・BS/CS放送受信システム

③第３回気象レーダー作業班（平成30年４月19日）

周波数の有効利用のための5.3GHz帯無線LANのDFSの技術的条件のあり方につい

て説明を行い、技術的条件や課題について、今後の対応方針を確認した。 

④第４回気象レーダー作業班（平成30年４月19日）

主に船舶用レーダーとの混信及び共用の条件、航空機レーダーと9GHz帯気象レ

ーダーとの共用検討方針、気象レーダーとBS/CS受信共用検討等について説明を行

った。 
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⑤第５回気象レーダー作業班（平成30年12月６日）

気象情報のユーザーからの要望、技術的条件（諸元）の分類、9GHz帯気象レー

ダーに必要な諸元案、共用システムとの検討状況、5.3GHz帯無線LANのDFSの見直

しに係る測定の結果等の検討状況の結果を報告した。また、気象レーダー作業班

の報告書骨子案について確認を行った。 

⑥第６回気象レーダー作業班（令和元年５月27日）

9.7GHz帯汎用型検討スケジュールや検討体制（案）、汎用型における9.4GHz帯

と9.7GHz帯の区分け（案）、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの諸元や設置台数につ

いて検討結果を報告した。また、占有周波数帯幅（OBW）及び特性周波数や、衛星

放送受信設備との共用検討の状況について報告を行った。 

⑦第７回気象レーダー作業班（令和２年５月13日）

5GHz帯サブ・ワーキング・グループにおける検討状況の報告を行った。

⑧第８回気象レーダー作業班（令和３年10月22日）

作業班報告書の取りまとめを行った。

※ 9GHz帯サブ・ワーキング・グループでは、同作業班における9.7GHz帯汎用型

気象レーダーの技術的条件の検討に必要となる情報の収集等を行い、より専門

的な検討を行った。
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 構成員 

（令和３年11月11日現在 敬称略） 

氏名 所属 

主 査 委 員 安藤 真 東京工業大学 名誉教授 

主 査 代 理 

専 門 委 員 

豊嶋 守生 国立研究開発法人情報通信研究機構ネットワーク研究所 

ワイヤレスネットワーク研究センター 研究センター長

委 員 森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

専 門 委 員 秋山 裕子 富士通株式会社 共通技術開発統括部 ソフトウエア化技術開発室長 

飯塚 留美 一般財団法人マルチメディア振興センターICTリサーチ＆コンサルティン

グ部 シニア・リサーチディレクター 

伊藤 数子 特定非営利活動法人STAND 代表理事 

河野 隆二 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 兼 同大学 未来情報通信医療社会 基盤センター長  

児玉 俊介 一般社団法人電波産業会 専務理事 

齋藤 一賢 日本電信電話株式会社 技術企画部門 電波室長 

田中 秀一 一般社団法人全国陸上無線協会 専務理事 

田丸 健三郎 日本マイクロソフト株式会社 技術統括室 業務執行役員 ナショナルテクノロジー オフィサー 

土田 健一 日本放送協会 放送技術研究所 伝送システム研究部 部長 

日野岳 充 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 専務理事 

藤井 威生 電気通信大学  先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

藤野 義之 東洋大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授 

本多 美雄 欧州ビジネス協会 電気通信機器委員会 委員長 

松尾 綾子 株式会社東芝  情報通信プラットフォーム研究所 ワイヤレスシステム

ラボラトリー 室長

三谷 政昭 東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授 

三次 仁 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

吉田 貴容美 日本無線株式会社 シニアエキスパート 

別表１ 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 

気象レーダー作業班 構成員 

 

（令和３年10月22日現在 敬称略） 

氏名 所属 

主任 川西 哲也  早稲田大学 教授 

主任代理 

(9GHz帯リーダ

ー) 

牛尾 知雄  大阪大学 教授 

(5GHz帯リーダ

ー) 

中村 健治  名古屋大学 名誉教授 

構成員 相川 和則 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第４回まで） 

村上 直弘 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第５回から第７回まで） 

安江 仁 電気事業連合会 情報通信部 副部長（第８回から） 

石垣 悟  日本無線（株） 担当部長（第６回まで） 

岡島 健 日本無線（株）ソリューション事業部 水インフラ技術部 水事業推進グループ（第７回から） 

小出 孝治 （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第４回まで） 

市川 麻里  （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第５回から第７回まで） 

渡辺 知尚 （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長（第８回から） 

柿元 生也 三菱電機（株） 通信機製作所インフラ情報システム部監視管制システム課 専任  

工藤 則安 気象庁 観測部 観測課 調査官（第２回まで） 

梶原 佑介 気象庁 大気海洋部 観測整備計画課 遠隔観測技術管理調整官（第３回から） 

田村 知紀 全日本空輸（株） 整備センター 技術部 電装技術チーム（第１回） 

菊池 弘明  全日本空輸（株） 整備センター 技術部 担当部長（第２回から第６回まで）  

並木 広行 全日本空輸（株） 整備センター 技術部 マネジャー（第7回から） 

佐藤 常人 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 課長補佐（第２回まで） 

小嶋 正一 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 企画専門官（第３回から第７回まで）  

中村 淳一 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 企画専門官（第８回から） 

龍野 真哉 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第２回まで）  

鮫島 耕治  海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第３回から第６回まで） 

狩野 建司 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 課長補佐（第７回） 

別表２ 
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伊藤 武志 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 専門官（第８回から） 

清水 昭典  古野電気（株）SSBUソリューション開発２課 課長  

正源 和義  (株)放送衛星システム 総合企画室 専任部長 （第７回まで） 

田中 祥次 (株)放送衛星システム 総合企画室 専任部長（第８回から） 

鷹取 泰司  （一社）電波産業会 無線LAN開発部会 副委員長  

田北 順二  （一社）全国船舶無線協会 水洋会部会 事務局長  

田島 慶一  スカパーJSAT（株）技術運用部門 放送技術本部システム技術部 放送技術主幹 

田中 祥次  NHK放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第４回まで） 

横畑 和典 NHK放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第５回から第７回まで） 

長坂 正史 NHK放送技術研究所 伝送システム研究部 上級研究員（第８回から） 

初村 昭敏 国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航空管制技術調査官（第４回まで） 

渡邊 浩志 国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航行支援技術高度化企画室 管制技術調査官（第５回）  

川村 和也  国土交通省 航空局 交通管制部 管制技術課 航行支援技術高度化企画室 管制技術調査官（第６回から） 

花土 弘  （国研）情報通信研究機構 電磁波研究所 リモートセンシング研究室研究マネージャー  

松田 圭太  防衛省 整備計画局 情報通信課 防衛部員（第６回まで）  

阿部 敏和 防衛省 整備計画局 情報通信課 電波政策室 防衛部員（第７回） 

吉野 哲也 防衛省 整備計画局 情報通信課 電波政策室 防衛部員（第８回から） 

山口 貴洋 住友電設（株）通信システム事業部 広域通信システム部 部長（第５回まで） 

今井 克之 住友電設（株） 通信システム事業部 広域通信システム部 主管（第６回から） 

山路 昭彦  （一財）日本気象協会 防災ソリューション事業部 部長（第７回まで） 

増田 有俊 （一財）日本気象協会  技術戦略室 室長（第８回から） 

山本 雅也  （株）ウェザーニューズ 執行役員 

横山 悠  （株）JALエンジニアリング 技術部 システム技術室電装技術グループ  

米本 成人  （国研）海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 上席研究員  

和田 将一  東芝インフラシステムズ（株）電波システム事業部 電波応用技術主幹 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会 

気象レーダー作業班 9GHz帯サブ・ワーキング・グループ構成員 

 

（令和３年10月22日現在 敬称略） 

氏名 所属 

リーダー 牛尾 知雄  大阪大学 教授 

構成員 飯田 秀重 （一財）日本気象協会 主任技師  

稲見 敏之 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 係長（第９回まで） 

小林 顕造 国土交通省 大臣官房技術調査課 電気通信室 係長（第10回から） 

猪上 華子 気象庁 気象研究所 台風・災害気象研究部 主任研究官（第11回まで） 

鈴木 修 気象庁 気象研究所 台風・災害気象研究部 研究官（第12回から） 

岡田 良教 電気興業（株） 機器統括部 技術部 専任課長 

柿元 生也 三菱電機（株） 通信機製作所インフラ情報システム部監視管制システム課 専任  

川辺 俊和 （国研）宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 主任 

手柴 充博 （株）ウェザーニューズ レーダープロジェクトリーダー 

花土 弘 （国研）情報通信研究機構 電磁波研究所 リモートセンシング研究室 研究マネージャー 

羽田 利博 日本無線（株） 担当課長 

廣瀬 孝睦 古野電気（株） SSBUソリューション開発２課 主任技師 

前坂 剛 （国研）防災科学技術研究所 主任研究員 

和田 将一 東芝インフラシステムズ（株） 電波システム事業部 電波応用技術主幹 

 

 

  

別表３ 
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IV. 検討の概要 

第１章 検討の背景 

 

1.1.気象レーダーとは 

 

 気象レーダーは電波を空中に放射し、雨や雲の粒からの反射波を捉えることで、

降水分布や風向風速等の観測を行う観測装置である。具体的には、図 1.1-1のよ

うに、空中線を回転させながら電波（マイクロ波）を発射し、半径数百kmの広範

囲内に存在する雨や雪を観測する。発射した電波が戻ってくるまでの時間から雨

や雪までの距離を測り、戻ってきた電波(レーダーエコー)の強度から雨や雪の強

度を観測する。気象ドップラーレーダーは、雨や雪の強度に加え、戻ってきた電

波の周波数のずれ（ドップラー効果）を利用して、雨や雪の動きを観測すること

が可能である。気象レーダーは、仰角を変更しながら水平回転し、気象レーダー

設置位置を中心とした半球内の降雨分布を３次元的に走査・測定する。 

 

 

 
図 1.1-1 気象レーダーの概念図（出典 気象庁HP）  

 

 

 気象レーダーの持つ観測装置の特徴から、地上気象観測装置よりも早く雨雲の

発生を観測することが可能である。地上の気象観測網の代表例として、気象庁ア

メダス（AMeDAS：Automated Meteorological Data Acquisition System）がある

が、これは現在日本全国約1300か所に設置され、１分又は10分毎に降水量、風

向・風速、気温、日照時間及び積雪深の観測を自動的に行っている。しかし、降

水量はあくまで上空の雨雲により降らせた雨の量を観測しているものであり、事

前に雨雲の発生を検知できるものではない。気象レーダーは、図1.1-2のとおり、

積乱雲になる前の雨雲の卵の発生から、その雨雲の発達過程や衰弱過程、竜巻、

突風の前兆現象を早期に観測することが期待されている。 
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図1.1-2 雨雲の発達過程とレーダーによる観測イメージ 

 

 

 その気象レーダーの観測範囲は主として使用周波数に依存し、日本国内では５G

Hz帯、９GHz帯（9.4GHz帯及び9.7GHz帯）の電波が使用されている。世界的には３

GHz帯 0F

1も使用されている。5GHz帯気象レーダーはより広域を観測することを目的

としているが、9GHz帯は広範囲を観測するタイプと狭い範囲を観測するタイプに

分かれる（図1.1-3）。観測タイプの違いは、その観測可能な気象現象と関連性が

高く、広域観測を目的とする5GHz帯気象レーダー、9GHz帯気象レーダーでも広範

囲観測を目的とするタイプのレーダーの場合は、台風や低気圧、前線などといっ

た空間的な広がりの大きい気象現象の観測に向いている。一方、9GHz帯気象レー

ダーのうち、狭い範囲の観測を目的とするものは、局地的大雨や突風、竜巻など、

空間的な広がりが小さい気象現象の観測に向いている。 

 

 このように様々なタイプの気象レーダーにより多様な気象現象の観測が可能と

なっており、この観測結果を基にした気象予測や防災情報が気象庁や民間気象会

社などから情報提供されている。これらの情報は国民に広く提供されており、国

民の安全安心の確保に活用されている。昨今の局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨）

や大規模な水害の増加等を受け、気象レーダーによる気象予測や防災情報の重要

性は増してきていると言える。 

 

 
図1.1-3 気象レーダーの観測範囲の特徴  

                         
1
 日本では、富士山レーダーとして2.8GHz帯気象レーダーを使用してきたが、気象衛星により台風の接近を

観測できるようになったこと及び代替のレーダーが長野県車山と静岡県牧之原台地に設置されることによ

りその役割を終え、平成11年に富士山レーダーの運用は終了した。 

 

 

５GHz帯の気象レーダー 

 
5GHz帯の気象レーダー 

の観測範囲 

 
9GHz帯の気象レーダー 

の観測範囲 

9GHz帯の気象レーダー 

9GHz帯の気象レーダー 

9GHz帯の気象レーダー 
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1.2. 気象レーダーを取り巻く背景やニーズ 

 

1.2.1. 増加する異常気象 

 

 近年の日本における短時間強雨の増加傾向は、気象観測データからも示されて

いる。図1.2.1-1に日本全国の1時間降水量50mm以上及び80㎜以上の年間発生回数

の経年変化を示す。これを見ると、１時間降水量（毎正時における前１時間降水

量）50 mm 以上及び 80mm 以上の短時間強雨の年間発生回数はともに増加してい

る（信頼度水準 99％で統計的に有意）。50mm以上の場合、統計期間の最初の10年

間（1976～1985年）平均では1,300地点あたり約226回だったが、最近の10年間（2

009～2018年）平均では約311回と約1.4倍に増加している（「気候変動監視レポー

ト2018（気象庁）」より引用）。 

 

 また、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）報告書（図1.2.1-2）によると将

来の気候予測に基づく気象の変化を見ると、上位５％の日降水量の発生頻度は全

国的にも増加していく傾向にあり、大雨による災害発生のリスクはさらに高まる

と予想されている。 

 

 

 
 

図1.2.1-1 全国の1時間降水量50mm以上及び80㎜以上の 

年間発生回数の経年変化（1976～2018年） 

（出典 気象庁「気候変動監視レポート2018」） 
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（％） 全国 
北日本 

日本海側 

北日本 

太平洋側 

東日本 

日本海側 

東日本 

太平洋側 

西日本 

日本海側 

西日本 

太平洋側 

沖縄・ 

奄美 

RCP1F

22.6 10.3 7.8 11.3 8.5 10.9 7.5 12.4 -4.5 

RCP4.5 13.2 13.0 16.4 11.1 12.7 12.6 12.7 8.0 

RCP6.0 16.0 18.1 18.2 19.0 14.7 13.2 16.5 8.4 

RCP8.5 25.5 28.9 25.7 29.9 22.4 24.0 27.2 25.2 

地域平均 ※地域ごとの日降水量の発生頻度分布をもとに算出 

上位5% 

日降水量 

40~ 60(m

m) 

20~ 40(m

m) 

20~ 40(m

m) 

40~ 60(m

m) 

40~ 60(m

m) 

40~ 60(m

m) 

60~ 80(m

m) 

80~ 

100(mm) 

 

図1.2.1-2 大雨による降水量の将来予測 

（出典 環境省「21世紀末における日本の気候」） 

 

  

                         
2
 RCP：Representative Concentration Pathways（代表的濃度経路） 
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1.2.2. 近年の災害の特徴 

 

 異常気象の増加に伴う災害等の発生が増加傾向にあり、かつ甚大な被害が発生

している。以下、気象庁の「災害をもたらした気象事例」2F

3と民間気象会社の一つ

である株式会社ウェザーニューズ作成の「Wx Files」3F

4より、近年の代表的な災害

について抜粋する（詳細は参考資料１を参照）。 

 

（１）令和２年７月豪雨 

 2020年7月3日から31日にかけて、日本付近に梅雨前線が停滞し、暖かく湿った 

空気が継続して流れ込んだため、各地で大雨となり、多くの被害が発生した。特

に7月3日から8日にかけて、華中から九州付近を通って東日本にのびて、ほとんど

停滞した梅雨前線の活動が非常に活発で、西日本や東日本で大雨となり、九州で

は記録的な大雨となった。 

 この大雨により、球磨川や筑後川といった大きな河川の氾濫が相次いで発生し

たほか、土砂災害等により、人的被害や物的被害が多く発生した。 

 7月3日から7月31日までの総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを

超えたところがあり、九州南部、九州北部地方、東海地方、及び東北地方の多く

の地点で、24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えた。また、旬ごとの値

として、7月上旬に全国のアメダス地点で観測した降水量の総和及び1時間降水量5

0mm以上の発生回数が、共に1982年以降で最多となった。 

 

 
図1.2.2-1  令和２年7月豪雨の危険度分布（気象庁より） 

 

 

（２）令和元年10月台風19号による大規模災害 

2019年10月12日、過去最強クラスの台風19号（Hagibis）が大型で強い勢力を保

ったまま伊豆半島に上陸した。静岡県や関東甲信越、東北地方ではこれまでに経

                         
3
災害をもたらした気象事例についての詳細は、気象庁のHPのサイト（https://www.data.jma.go.jp/obd/sta

ts/data/bosai/report/index.html）に掲載されている。 
4
 顕著な被害をもたらした気象現象が発生した際に、ウェザーニューズにてまとめられるハインドキャス

ト。詳細は、ウェブサイト（https://jp.weathernews.com/news/archive/press-release/）に掲載されてい

る。 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html
https://jp.weathernews.com/news/archive/press-release/
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験したことのないような記録的な大雨が降り、大規模な河川氾濫や土砂災害に見

舞われた。この大雨で、気象庁は1都12県に大雨特別警報を発表した（12日15時30

分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県の7都県、19時

50分に茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県の5県、13日0時40分に岩手県）。

茨城県、栃木県、宮城県では2015年9月に鬼怒川が氾濫した「平成27年9月関東・

東北豪雨」以来2回目、残りの都県では初の大雨特別警報となった。  

 

 台風19号の影響で、九州地方から東北地方にかけての広い範囲で少なくとも死

者66名、行方不明者13名、重軽傷者398名の人的被害が発生した（10月19日時点、

総務省消防庁調べ）。また、群馬県や岩手県など各地で300件を超える土砂災害が

発生したほか、千曲川、阿武隈川など一級河川を含む少なくとも71の河川で堤防

が決壊したことで、住宅や福祉施設などが甚大な被害を受けた（全壊85棟、半壊3

24棟、床上浸水24,266件、床下浸水21,474件、10月19日時点、総務省消防庁調

べ）。このほか、最大で14都県内の15万戸で断水したほか（厚生労働省調べ）、

一時52万戸を超える大規模な停電が発生した（10月13日、経済産業省調べ）。さ

らに、東海地方から関東地方を中心に、高波による防波堤の損壊や道路の崩落、

港湾施設への浸水・漁船の転覆なども相次いだ。 

 

 台風に備えて、交通機関では大規模な計画運休が実施され、鉄道は12日昼頃か

ら13日昼頃にかけて全面的に運転見合わせとなっていたので、鉄道利用者への被

害は無かったが、千曲川の氾濫によって長野市の車両基地や北陸新幹線の車両が

浸水した。航空は、9月に千葉市に上陸した台風15号の際には成田空港からの移動

手段がなくなり、空港で利用者が孤立する事態が発生したが、今回は早めに11日

から1,500便を超える欠航を決定したことで目立った混乱は見られなかった。高速

道路や国道では、のり面崩落や土砂流入、路面冠水などが発生した。 

 

 

（３）令和元年８月九州北部の記録的豪雨 

 2019年８月27～28日にかけて、前線と湿った空気の影響で九州北部を中心に記

録的な大雨となった。佐賀県では28日4時頃に1時間で100mmを超える記録的な大雨

が降り、重大な災害が発生する可能性が高まったことから、気象庁は28日５時50

分に佐賀県、福岡県、長崎県に対して大雨特別警報を発表した。この雨による死

者は佐賀県で3名、福岡県で1名となっている（2019年９月３日時点）。佐賀県を

流れる六角川や牛津川があふれ、家屋や田畑の浸水被害が相次いだほか、排水不

良で処理できなくなった雨水があふれる内水氾濫によって、大町町一帯で浸水し

た。この浸水によって、病院の入院患者ら200名が３日間に渡って孤立したほか、

鉄工所から大量の油が流出した。また、道路の冠水によって車の水没や立ち往生

が発生し、救助要請が相次いだ。大雨の影響で、28日早朝から交通機関も大幅に

乱れ、JR九州や私鉄で一部運転を見合わせたほか、高速道路も九州道や長崎道な

どの一部区間で通行止めとなった。 

 

 1日の降水量も多くのエリアで200mmを超えており、日降水量が最も多かった地

点は佐賀県の白石で299.5mm、次いで長崎県の平戸292.5mm、佐賀県の佐賀で283.0

mmとなった（表1.2.2-1）。佐賀での雨量は８月1ヶ月分の約1.4倍にあたる量の雨

が１日で降ったことが分かった。アメダス佐賀は28日３～６時に降水のピークを

迎え、3時43分から4時43分の1時間で111.0mmの猛烈な雨が降り、観測史上１位を

更新した。また、アメダス白石でも3時41分から4時41分の１時間で109.5mmを観測

した。佐賀県で1時間に100mm以上の雨が観測されたのは、1999年以来20年ぶりの
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ことであった。 

 

表1.2.2-1 8月27〜28日に日降水量の記録を更新した地点 

（記録を更新した地点のうち、200mm以上の降水を観測した地点） 

 
 

 

（４）平成30年７月豪雨 

 平成最後にして最大の気象災害となった「平成30年７月豪雨」は、西日本豪雨と

も呼ばれ、この豪雨は影響範囲の広さが特徴的である。梅雨前線は6月終わり頃か

ら活動が活発になった。７月に入り台風7号の北上に伴って暖かく湿った空気がよ

り流れ込みやすくなり、上空の気圧の谷や夏の太平洋高気圧の位置関係によって

梅雨前線が停滞し、強い雨が長時間継続した。 

 

 72時間降水量の過去最高を更新した地点が123地点に上り、大雨特別警報は11の

府県に対して発表され、土砂災害や河川の氾濫によって甚大な被害に見舞われた。

土砂災害の件数は広島県の1200件余りを筆頭に１都２府28県で2500件以上発生し

た（国土交通省）。河川の氾濫も相次ぎ、特に小田川の氾濫によって大規模な浸

水となった倉敷市真備町では自宅に残っていた高齢の方の多数が犠牲になった。

一連の大雨で亡くなった方は200人を大きく上回り、平成に発生した気象災害の中

では最悪の数字となった。 

 

 

（５）平成30年２月福井豪雪 

 平成30年２月５日から８日にかけて、北陸西部では福井県嶺北地方・石川県加

賀地方を中心に記録的な大雪となった。特に福井市では、７日に積雪深が147cmと

なり、昭和56年豪雪以来、37年ぶりに140cmを超える積雪が観測された。特に積雪

増加が顕著だった４～６日にかけては２日間で96cm積雪が増加し、昭和56年豪雪

時に匹敵するものであった。 

 

 この大雪の影響で、石川県と福井県を結ぶ国道８号では一時約1,500台の車が立

ち往生した。陸上自衛隊による除雪作業が行われ、９日未明に全ての滞留車両が

解消するまでに約３日要した。また、福井県・石川県を中心に在来線の運休が相

次いだほか、石川県の小松空港では５～８日にかけての４日間にわたり全便が欠
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航となった。長期化した交通への影響は物流にも打撃を与え、店頭の商品が品薄

となり、ガソリンスタンドの給油が停止するなど、食料や日用品の供給にも大き

な影響を与えた。 

 

（６）平成29年７月九州北部豪雨 

 平成29年７月５日、日本付近に停滞していた梅雨前線に向かって西から暖かく

湿った空気が流れ込み、局地的に雨雲が発達した影響で福岡県朝倉市や大分県日

田市を中心に激しい雨を降らせた。最も被害が大きかった朝倉市に設置されたア

メダスの観測値を振り返ると昼頃から雨が強まり始め、13時までの１時間に88.5m

mの激しい雨を観測した。その後の1時間降水量も46.5mm、67.5mmと雨の激しさは

衰えず、16時までの１時間降水量は106.0mmに達し、５日の朝倉市の総降水量は51

6.0mm、１時間降水量は最大で129.5mmを観測した。朝倉市の７月の平年降水量は3

54.1mmであり、1日でその1.5倍近い雨が降る記録的な豪雨であった。 

 

 この大雨により福岡県と大分県で合わせて40人の方が亡くなり、そのうち34人

は朝倉市で被害を受けた。複数の河川が溢れたことにより濁流が町を襲い、大き

な被害につながった。非常に狭い範囲に集中して雨が降ったのが特徴的で、朝倉

の隣に当たるアメダス太宰府は５日の日降水量が87.5mm、黒木は50.5mmに留まっ

た。風の向きや地形の影響でバックビルディング型の線状降水帯が形成され、発

達した積乱雲が次々に朝倉市周辺や日田市周辺に流れ込み、長時間に渡って激し

い雨を降らせた。 

 

 
図1.2.2-2  九州北部豪雨時の雨雲の様子と写真（ウェザーニューズより） 

 

 

（７）平成25年２月北海道猛吹雪 

 平成25年３月２日、北海道を発達した低気圧が通過し、道内では暴風雪となっ

た。また、積雪した雪を巻き上げることで起こる地吹雪も発生し、昼間でも数メ

ートル前が見えない状況が長時間にわたり続いた。特にオホーツク海側の地域で

の影響は大きく、道内では合わせて９名の方が亡くなる大惨事となった。 

 

表1.2.2-2  湧別、中標津、網走の過去の日最大風速（m/s）、網走の 

日最大瞬間風速（m/s）の上位5位の値と記録日（気象庁観測値より） 
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 以上、７つの災害事例で全体として言えることは、過去に類を見ない極端かつ

記録的な現象が発生し、かつそれが過去に類を見ないほど広範囲（西日本豪雨）

や非常に局所的（九州北部豪雨）、同一箇所で非常に長時間継続（福井豪雪）と

いう特徴がある。また、福井豪雪に加え平成25年３月の北海道猛吹雪災害に代表

される豪雪や猛吹雪は、普段は人口密度が低く、必ずしも交通量の多くない一般

道でも発生し、大きな被害をもたらす傾向がある。 

 
図1.2.2-3  暴風雪の発生に伴う近年の通行止め発生状況について 

（国土交通省北海道開発局HPより） 

 

1.2.3. 日本国内の民間事業者における気象レーダーのニーズ 

 

 1.2.1.及び1.2.2.のとおり、異常気象による大規模災害が多発する中で、国内

の各事業者は災害対策を進める必要性が高くなっている。特に、気象災害の発生

により甚大な被害が発生するリスクがあり、かつ社会的影響の非常に大きい公共

交通機関を管理・運用する高速道路事業者、鉄道事業者、航空事業者等において

は、対策が急務となっている。このため、各事業者において局地的大雨や竜巻、

突風による被害軽減方策の強化について継続的な議論を行い、交通機関の安全確

保に向けた各種対策を進めてきている。 

        

 これら交通機関の各種対策において重要となっているのは、交通機関の安全確

保にとって有用な気象情報の入手である。公的機関による気象情報のみでは、公
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共交通機関の各種対策への活用において、時間・空間解像度のきめ細かさや、各

交通機関がそれぞれの運営方針・管理方針などを考慮した対策に直結する情報と

いう観点で課題が残る。このため、各交通機関では気象庁の発表する情報に加え、

民間気象事業者に対して各交通機関の運営方針や管理方針に合致した独自の気象

情報を求める傾向が強まっている。各交通機関が求める独自の気象情報とは、高

速道路や鉄道路線、空港や空路上をきめ細かく気象実況の監視を行い、各交通機

関の安全確保に影響する気象現象を早期検知すること、早期検知した場合に速や

かに各交通機関に情報提供され、安全確保や危険回避対策の支援に活用できるこ

となどを意味する。このように、高速道路や鉄道路線、空港や空路上などを局地

的かつ面的に観測できる気象レーダーによる観測は、各交通機関にとって非常に

有用な情報となりうるものであり、気象レーダーのニーズの高まりの代表的な例

といえる。以下に、各交通機関における代表的な気象レーダーへのニーズについ

て記載する（図1.2.3-1、詳細は参考資料２参照）。   

 

〇高速道路維持管理向けには、天候の急変（局地的大雨や竜巻、突風を引き起こ

す発達した積乱雲の予測、冬季におけるあられの予測、地形効果により強まる雨

雲や雪雲）や災害対応の重点地域への気象レーダーの配置や、既存気象レーダー

のブラインドエリアでの観測 

 

〇航空機の運航管理向けでは、空港周辺での雷雲の監視のほか、主にドクターヘ

リに対し、有視界飛行の妨げになる、峠や山間部の谷筋を通過する雨雲や雪雲を

監視するため。 

 

〇鉄道の運行管理向けには、運行に支障をきたす竜巻、突風を引き起こす発達し

た積乱雲を監視するため。 
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図1.2.3-1 9GHz帯気象レーダーの実証実験結果（高速道路） 

 

 このような各交通機関を中心としたニーズの高まりに対して、現在実用局とし

て展開、運用されている5GHz帯や9.7GHz帯の気象レーダーのような、公的な目的

で広域監視する目的のレーダーのみでは、各交通機関の安全確保や危険回避対策

の支援といった特化した要望に応えていくことが難しくなっている。このような

ニーズの高まりに対して、現状では9.4GHz帯の実験試験局として展開している気

象レーダーにおいて、民間気象会社が自ら気象レーダーを整備して観測を行い、

交通機関のニーズが高速道路や鉄道路線、空港や空路上の付近及び周辺のエリア

に対して、実況監視や気象予測にて活用している現実がある。高速道路や鉄道、

航空会社などの各交通機関の安全確保や危険回避対策のためには、より局地的で

短時間に急変する気象現象の観測が必要だが、5GHz帯や9.7GHz帯の気象レーダー

は公的かつ広域の観測を目的とすることから、各交通機関にとって必ずしも適切

な観測網とは言えない現状がある。また、無線設備自体の小型化や可搬性が向上

し、しかも廉価となってきていることもあり、これらのニーズに対して民間気象

会社が独自に展開することが可能となってきている。 

 

これまで見てきた近年の異常気象や災害の傾向から、以下のような課題を見出

すことができる。 

 

・異常気象の原因となる短時間強雨は明らかに増加傾向にあり、かつ今後も増加

していくことが懸念されるが、日本における既存の気象観測網が、今後の異常気

象増加に対しても確実に観測、検知できるものかどうか、常に最新のデータを元

に検証し対策を検討する必要がある。 

 

・非常に広範囲に災害が発生した事例（平成30年７月豪雨）や非常に局所的な災

害が発生した事例（平成29年７月九州北部豪雨）、人口密度の低い山間部や過疎

地域などでも特異な気象現象により甚大な被害が発生する事例（平成30年１月福

5GHz帯 

5GHz帯 
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井豪雪、平成25年２月北海道猛吹雪）など、気象災害が多様化し、かつその影響

が大きくなる傾向がある。このため、これらの災害発生を事前に検知できる気象

観測網の更なる強化が必要である。 

 

 このような災害をもたらす気象現象を早期検知するうえで、雨雲や雪雲の発生

～発達を広域かつ早期に検知が可能な気象レーダーに対するニーズは高まってい

る。このニーズの高まりに応えていくためには、展開が進んでいる5GHz帯や9.7GH

z帯の公的な気象レーダー（以下「高性能型」という。）だけでなく、ニーズの高

い箇所への迅速な設置及び運用が可能な、小型かつ廉価な気象レーダー（以下

「汎用型」という。）が必要となる。これらの状況を踏まえ、9GHz帯気象レーダ

ーの周波数帯の位置づけや他システム等との共用条件を含めた技術的条件の検討

を行った。この結果を第２章以降で述べる（概要は図1.2.3-2を参照）。 

 

 
図1.2.3-2 「高性能型」及び「汎用型」の技術的条件の分類 

 

 

  

 
*X-MP：XRAIN等の二重偏波機能を持つ9GHz帯レーダーのこと 
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第２章 気象レーダーの現状と動向 

 

2.1. 現在国内で展開されている気象レーダーについて 

 

 災害をもたらす気象現象をなるべく早く検知するためには、広範囲での観測が

可能な気象レーダーを用いることは非常に有効である。かつ、なるべく少ない台

数で日本全国をカバーできる観測網を整備することが、周波数の利用効率の観点

から見ても望ましい。このため、我が国では広範囲が観測可能な5GHz帯の気象レ

ーダーを中心に展開を進めてきた。5GHz帯気象レーダーの特徴として、観測半径

が気象レーダーから最大400km程度で非常に広範囲な観測が可能であるため、気象

庁による予報業務への活用に加えて、国の関係機関や地方自治体、公共インフラ

運営企業（電力、ガスなど）、及び一般国民が広く利用できる。また、9GHz帯に

比べて降雨減衰の影響を受けにくい特長を生かし、空港に設置して、航空機の離

着陸に大きな影響を与える低い高度での風向変動である低層ウィンドシアーの検

出にも用いられている。 

 

 これに対して、9GHz帯気象レーダーは、アンテナ径を小さくできるのでレーダ

ー本体を小型化することができ、様々な探査方法（高速スキャンやスキャン方法

の多様化）を実現しやすい。ただし、送信周波数が9GHz帯であるため、降水によ

る信号の減衰が大きく、観測半径をあまり大きくすることはせず、気象レーダー

から半径50～80km程度としている。現在では、9GHz帯気象レーダーの免許人とし

て、国や地方自治体、公共インフラ運営企業に加えて、民間企業でも設置が可能

となってきている。 

 

 気象レーダーの観測範囲の特徴として、地球の曲率のため、気象レーダーから

遠ざかると観測可能な最低高度が徐々に上がる。一般に、気象現象のうち降水を

伴い、また、大きな影響を与えるような気象現象は地表付近で発生するため、地

表付近での観測が困難になることはなるべく避けたい。そのため、9GHz帯気象レ

ーダーは、広範囲を観測できる気象レーダーの縁辺部での地表付近が観測できな

いような場所に補完的に設置し、きめ細やかな観測を行うのに向いている。また、

地表付近での降水量を正確に推定するためには、なるべく地表に近い高度での雨

雲の強さや降水強度から、降水量を推定することで推定誤差が小さくなり望まし

い。 

 

また、一般に、波長が短い（周波数が高い）9GHz帯の方が5GHz帯に比べ、粒径

が小さい雪に対する感度が高い4F

5。このような波長の違いも5GHz帯気象レーダーだ

けでなく9GHz帯気象レーダーを活用する理由の一つである。 

 

 このような現状を踏まえると、日本国内における気象レーダーの展開計画とし

て、5GHz帯気象レーダーで観測が難しい気象現象や範囲について、9GHz帯気象レ

ーダーを展開し観測網を強化していくのが有効と考えられる。 

 

 5GHz帯気象レーダー及び9GHz帯気象レーダーそれぞれの現状について、詳細を

以下のとおり述べる。 

                         
5 5GHz帯と9GHz帯の違いについては、波長が違うだけではなく、現在展開されているレーダーの送信出力の

違いやパルス長、変調方式といったレーダーシステムの違いの他、5GHz帯は広範囲、9GHz帯は近距離を観測

するといった観測範囲の違い等があり、9GHz帯の方が有利な条件が波長のみに依存する訳ではない。 
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2.1.1. 5GHz帯気象レーダー 

 

 5GHz帯気象レーダーは、免許人が気象庁や国土交通省、電力会社等により運用

されている。5GHz帯気象レーダーの特徴の一つとして、半径数百kmの広範囲での

観測が可能であることが挙げられる。このため、台風や低気圧、前線などを要因

とする雨雲、冬によく見られる日本海での筋状の雪雲といった、現象のサイズが

数百km程度の気象現象の観測を行い、雨雲や雪雲の発生や台風、低気圧の動きを

早期検知することに強みを持つ。こうした特徴は、気象庁や国土交通省等の公的

機関が国民に対する一般的な気象予測や幅広い気象情報の提供といった目的に合

致する。 

 
図2.1.1-1 気象庁東京レーダー（気象庁HPより） 

 

 

 
図2.1.1-2 ５GHz帯の周波数割当状況 
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図2.1.1-3 5GHz帯気象レーダーの設置（常置）場所 

（令和３年９月末現在） 

 

 

2.1.2. 9GHz帯気象レーダー 

 

 9GHz帯で運用している気象レーダーの周波数帯は、9.4GHz帯と9.7GHz帯に分か

れている。 

 

9.4GHz帯では主に実験試験局が運用されており、免許人は、大学、研究所とい

った研究機関や、レーダーメーカー、民間気象事業者等が挙げられる。この周波

数帯での他共用システムは、船舶レーダーと航空機用気象レーダーがある。また、

BS放送受信設備の中間周波数（IF）信号に対し、9.4GHz帯の無線周波数（RF）信

号がイメージ信号として混信することが分かっているため、BS放送受信設備に対

しても配慮が必要とされている。 

 

 9.7GHz帯では実用局（無線標定陸上局）が運用されており、主な免許人は、国

土交通省や地方自治体のほか、鉄道事業者等の公共インフラ運営者である。この

周波数帯での他共用システムは、沿岸監視レーダーや波高レーダー等がある。こ

の周波数帯でも9.4GHz帯と同様の混信がCS放送受信設備に対して発生することが

知られている。9GHz帯気象レーダーはアンテナ径を小型化できるためアンテナ走
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査を高速化しやすく、半径50～80km程度の観測を約1分で行うことができる。これ

により、免許人の観測目的に対し、よりきめ細やかな観測が可能となった。ただ

し、国土全体をカバーする目的で設置されていないため、現在行われている観測

範囲は限定されている。 

 

このため、「高性能型」「汎用型」の位置づけを整理し、「汎用型」気象レー

ダーを9.7GHz帯の実用局として展開するうえでの要件と課題を整理して、「汎用

型」気象レーダーの実用化を目指すものとする。9GHz帯気象レーダーについては、

気象レーダーの観測性能や大きさに合わせ、「諸元１（高性能型）」及び「諸元

２（汎用型）」と種別を分け、諸元等の技術的条件を検討することとする。汎用

型は9.4GHz帯及び9.7GHz帯両方での利用が想定されており、求められる観測条件

及びそれに基づく技術的条件について、周波数帯による違いはないが、9.4GHz帯

の汎用型については、他共用システムとの共用検討の結果、諸元が変更、あるい

は新たな項目が設定される可能性がある。なお、5GHz帯については高性能型相当

ではあるものの、対比する汎用型がないため、高性能型という定義はしていない。 

 

また、9.4GHz帯5F

6における他共用システム（航空機レーダーや船舶レーダー等）

との共用の在り方と、9.7GHz帯との両周波数帯の位置づけ（使い分け等）を整理

することが必要となっている。 

 

 さらに、9.7GHz帯高性能型の技術的条件については、現行の審査基準があるた

め、今回は検討を実施しないこととし、また、9.4GHz帯汎用型は継続検討するこ

ととし、今回の検討については9.7GHz帯汎用型の技術的条件とする。9.7GHz帯汎

用型気象レーダーについては、制度整備がなされた後、2年間でおおむね50局程度

の置局を見込んでいる。 

 

 
図2.1.2-1 9.4GHz帯の周波数割当状況 

 

                         
6
  無線標定業務（気象レーダーを含む。）は、周波数分配上、航空機レーダー及び船舶レーダーよりも劣

位にある。 
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図2.1.2-2 9.7GHz帯の周波数割当状況 

 

 
図2.1.2-3 9GHz帯気象レーダーの設置（常置）場所 

（令和３年９月末現在）  
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図2.1.2-4 国土交通省9.7GHz帯マルチパラメータ（MP）レーダー（X-MP）の 

設置場所及び観測範囲 

（出典 FRICS(一財)河川情報センター http://www.river.or.jp/post_22.html） 

 

 

2.1.2.1. 汎用型における9.4GHz帯と9.7GHz帯の区分け 

 

汎用型気象レーダーは、ニーズの高い場所への迅速な設置及び運用が可能な小

型かつ廉価なものであるため、設置の制約とならないことが期待されている。 

周波数分配について、9.4GHz帯及び9.7GHz帯の気象レーダーを比較すると、9.4GH

z帯では、気象レーダーの無線標定業務は、無線航行業務（船舶用レーダー及び航

空機用レーダー）に対し、劣位となっている。一方、9.7GHz帯は、無線航行業務

の周波数分配はなく、このような劣位となっていない。このため、主に航空機の

安全かつ効率的な運航に資する空港等に設置する気象レーダーは、9.4GHz帯では
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なく、9.7GHz帯を対象とすることが適切である。 

9.7GHz帯は、高性能型気象レーダーが全国的に置局されていること、沿岸監視

レーダー・波高計で使用されている状況の中で、汎用型気象レーダーの周波数を

確保する必要がある。 

9.7GHz帯では、空港等に設置して、主に航空機の安全かつ効率的な運航に資す

るもので、小規模な空港に必ず気象レーダーが設置されるものではないものの、

当該レーダーはその用途を踏まえ優先的に周波数割当てを行う必要がある。 

9.7GHz帯（割当周波数9700-9795MHz）は、5MHz幅の周波数間隔の場合、20チャ

ネルがあるものの、将来の汎用型気象レーダーを含め需要を満たすことができる

周波数を確保することは困難である。また、空港等への設置以外であって、汎用

型気象レーダーについては高性能型や他の汎用型気象レーダーからの混信を許容

することにより、全国又は都道府県レベルで必要な場所に設置することができる。

ただし、汎用型気象レーダーをこれらの制限がなく市町村レベルでスポット的

（個別に各地点）に設置することは、周波数割当てを効率的に行うことができな

いため困難である。 

 

これらのことを踏まえ、汎用型気象レーダーについては、計画的なスケジュー

ルによりできる限り多くの置局ができるようにすることが望ましく、共用条件を

緩和しつつ一定の設置条件等を検討する必要がある。 

また、当該気象レーダーで取得した観測データは、周波数が逼迫し汎用気象レ

ーダーの設置ができない状況も踏まえ、第三者に共有することにより当該気象レ

ーダー付近において第三者が他の汎用型気象レーダーの設置する必要がなくなる

ことから、気象レーダーの設置者の責務として求められれば観測データを提供す

ることが望ましい。 

 

このため、9.7GHz帯への周波数割当てを行う設置条件及び用途等を規定するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

【設置条件】 

・同一用途で、全国的に設置するもの又は一の都道府県に網羅的に設置するもの 

・空港等 

 

 設置条件の内、全国的に設置するものの定義を、各都道府県に少なくとも1台は

設置すること、および高性能型気象レーダーが観測していないエリアとしたうえ

で、汎用型気象レーダーが高性能型気象レーダーに混信を与えないという条件で

試算したところ（詳細は参考資料９参照）、汎用型気象レーダーの設置が困難な

のは10府県（宮城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、富山県、愛知県、大阪府、奈

良県、福岡県、熊本県）であった。原則として、汎用型気象レーダーの目的は、

高性能型気象レーダーの補完であることを鑑みると、全国的に設置するものとは、

この10府県を除く37都道府県に少なくとも1台設置することとするのが適当である。 

 

【用途等】 

通信事項となる用途は限定する必要はないものの、空港等に設置して、主に航空

機の安全運航に資するものは、9.7GHz帯で運用すること 

・原則として高性能型の補完を目的として運用すること 

・気象レーダーのスケジュールを含む設置計画を有すること 

・観測データの提供が可能であること 

 



 

29 
 

これらについては、気象レーダーのスケジュールを含む設置計画により無線局

の免許（再免許）の際に審査することが望ましい。 

 

汎用型における9.4GHz帯と9.7GHz帯の双方で実用化を目指す方向であり、周波

数帯による区分けは、以下のとおりとすることが適当である。 

 

   
表2.1.2.1-1 汎用型における9.4GHz及び9.7GHz帯の区分け（案）  
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2.1.2.2. 9.4GHz帯気象レーダー 

 

 9.4GHz帯の周波数帯では、実験試験局として9.7GHz帯高性能型気象レーダーの

同一諸元の気象レーダー、船舶レーダー及び航空機用気象レーダー等を気象レー

ダーに転用したレーダー等が運用されている。その目的は、気象現象の観測や、

気象レーダーの研究開発のためであり、約100か所に設置（常置）され運用されて

いる。免許人は、レーダーメーカー、研究機関、自治体、民間気象事業者等と多

岐にわたっている。9.4GHz帯での気象レーダーの実用局化に向けては、9.4GHz帯

の一次業務である船舶レーダー及び航空機用気象レーダーとの共用条件の確立が

必須である。  

 

 9.4GHz帯気象レーダーは、これまでは気象の学術的研究を目的とした用途が主

であったが、近年の激甚化する気象災害多発といった気象の変化を受けて、気象

災害を防ぐ、あるいは気象災害を減らすための方策としての気象レーダー観測、

の位置づけにより、民間企業による試験観測が汎用型気象レーダーを用いて行わ

れるようになった。その結果、汎用型気象レーダーの導入効果やそれに基づくニ

ーズが確認されつつあり、汎用型気象レーダーの技術的条件を検討する運びとな

った。 

 

一方、無線標定業務である9.4GHz帯の一次業務である船舶レーダー及び航空機

用気象レーダーは、気象レーダーとの共用検討が継続して進められている。 

当該周波数帯については、無線標定業務は、無線航行業務に対して周波数分配

上、劣位の条件となっており、周波数割当計画では、脚注6F

7により混信を与えず、

混信を許容することになっている。 

このため、9.4GHz帯気象レーダーは、同一周波数帯を使用する船舶レーダー及

び航空機用気象レーダーに対し、劣位の条件で運用することとなっており、9.4GH

z帯気象レーダーの共用条件が確立するまでは、個別に十分な干渉条件を検討した

上で実験試験局による運用を行う。 

 

 

2.1.2.3. 9.7GHz帯 高性能型気象レーダー 

 

 9.7GHz帯においては、比較的広範囲を観測が可能な高性能型の気象レーダーが

既に運用されている。高性能型の免許人は、主に国や地方自治体、鉄道事業者な

どで、降水強度分布といった気象レーダー観測結果はWeb等を通じて一般に公開さ

れていることが多い。免許人の観測目的が防災目的であり、国民においても利用

価値が高い情報として活用されているため、9.7GHz帯では、観測性能及び公共性

を十分に検討する必要がある。 

 

                         
7
 周波数割当計画 国内脚注J198  

この周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務の

レーダーに有害な混信を生じさせてはならず、そのレーダーからの保護を要求してはならない。また、地上

に設置した気象用レーダーは、他の無線標定業務の局に対して優先権を有する。 
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図2.1.2.3-1 国土交通省川の防災情報XRAIN（高性能型気象レーダーの公開例） 

 

 

2.1.2.4. 諸外国における気象レーダーの利用動向 

 

 各国の気象庁等やその他機関が運用する気象レーダーは、約1500台程度とされ

ている。使用周波数帯については、国際気象機関（WMO）のアンケート調査による

と、各国の気象庁のレーダー500台につき、55％が5GHz帯、42％が3GHz帯、2％が9

GHz帯と推計されている。特に、海外における9GHz帯気象レーダーの利用はあまり

多くはなく、我が国が先行して実用化を進めている状況である。 

 

 海外では、国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）勧告M.1849-2において9.3

～9.5GHz帯の諸元がAnnexに３種類記載されているが、9.7GHz帯の位置付けはITU-

Rにおいて必ずしも明確ではない。また、国際標準化機構（ISO）はWMOと共同した

検討を進め、システム性能や運用等に関する国際標準を示している。その中では9

GHz帯の記載はあるが、ITU-Rと同様に、9.3～9.5GHz帯が対象となっている。  

 

 海外におけるレーダーの送信タイプでは、電子管タイプが大勢を占めるが、日

本国内では固体素子型の実用化が進んでいる。こういった背景から、固体素子型

の気象レーダーに関する諸元等は、現時点において国際機関の標準化に関する文

書等に明確に記載されていない状況である。 

 

 気象レーダーにおける共用条件として、ITU-R勧告M.1849-2では、妨害波電力対

雑音電力比（I/N比）が-10dBとされており、高性能型との混信検討においてはこ

の値を参照する。 
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図2.1.2.4-1 気象レーダーの世界的な配置状況 

（アメリカ気象学会誌「BAMS」（2016年７月）） 

 

2.2. 汎用型気象レーダーの需要 

 

 現状、9.4GHz帯又は9.7GHz帯で実験試験局として運用されている気象レーダー

のうち、気象レーダーに対する全国的なニーズが明らかになりつつあるものや、

空港等の周辺で航空向けの気象情報サービスを展開するニーズ7 F

8に対し、9.7GHz帯

汎用型気象レーダーとして実用局化することが期待されている。仮に現状のニー

ズから考えて、9.7GHz帯汎用型気象レーダーを展開した場合、およそ何台程度の

需要として存在するか考察する。以下、考察のための条件を列記する。 

 

（1） 高性能型の観測範囲外を補完すること 

 現在設置、運用されている高性能型気象レーダーは、地上付近の雨量を定量的

に観測するため、公的機関が免許人となり観測結果を提供し、観測情報が利活用

されている。しかし、観測範囲や観測条件等が制限されていることから、ある特

定の気象リスクを抱える民間企業向けに活用する上では未だ気象レーダーに対す

るニーズが存在する。そのニーズに対応すべく、汎用型気象レーダーの設置は、

高性能型気象レーダーでは観測が難しい、標高1000m以下の低層を観測できる場所

を想定する。 

 

（２）道路、鉄道、航空などの公共交通機関を監視が可能なこと 

 道路、鉄道、航空といった各公共交通機関は、気象レーダーに対するニーズが

ある。（１）の高性能型の観測範囲外で、各公共交通機関が存在するエリアにお

いては、気象レーダーのニーズがあるエリアと考えることができる。特に、空港

は航空機における気象リスクの高さもあり気象レーダーのニーズも高いため設置

個所としてニーズが高い。 

 

（３）人口密度の少ないエリア及び山間部も対象とする 

                         
8
 9.4GHz帯の航空機用気象レーダーとの干渉を避けるため、9.7GHz帯高性能型気象レーダーに対して干渉を

与えない等の条件のもとでの展開となる。 

 3GHz帯 
5GHz帯 
9GHz帯 
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 第１章において述べたとおり、近年多発する災害発生の傾向から、気象レーダ

ーで観測できないエリア（ブラインドエリア）となりやすい山間部や、高性能型

気象レーダーの観測対象外となっている、人口密度が低く公共交通機関も少ない

エリアでも、甚大な災害が発生する可能性は否定できない。これらのエリアにお

ける気象レーダーのニーズを満たすため、重点的に汎用型気象レーダーを展開す

ることが考えられる。 

 

 以上を考慮すると、汎用型気象レーダーの需要は250か所程度存在すると考えら

れる。  
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第３章 汎用型気象レーダーの要求条件 

 

 前章において整理した我が国の気象レーダーに関する現状と気象リスクへの対

策の必要性の観点から、気象レーダーとして気象現象を把握するためには、雨や

雪の強さ、その雨や雪の水平分布、雲の中の雨雪分布、雨雲や雪雲の移動速度を

観測出来る必要がある。そのための要求条件について検討する。 

 

 気象レーダーは、今後も増加する気象リスクへの備えとして、ますます利用さ

れていくことが想定される。増加傾向の局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨）や大

規模な水害の増加等を受け、そうした気象現象を観測できること、また、こうし

た気象現象の前兆現象を観測できること、気象予測への精度向上には全国くまな

く観測すること、気象レーダーの特性として山間部やレーダーから遠く離れたレ

ーダー波が届かない地域では、観測できないおそれがあるため、そうした地域で

の観測も可能な小型なレーダーであることが求められる。このような気象レーダ

ーの用途は、公的主体による国土の維持管理と、一般企業による公共インフラ・

公益事業の維持管理と社会活動の安全・安心を支えることが見込まれる。 

 

 これらを踏まえた気象レーダーの要求条件を表3-1にまとめる。 

 

表3-1 9.7GHz帯気象レーダーの要求条件 

項目 項目詳細 根拠 

探知対象 

・ 雨・雪等の空間分布が捉えられること 

・ 雨・雪等の強さが捉えられること 

・ 雨・雪等の動きが捉えられること 

・ 降水強度がより高精度に捉えられること 

・ 雨・雪等の区別をするための融解層が捉

えられること 

・ 雨・雪等の種類が捉えられること 

・ 9GHz帯の電波は降雨減衰を受けるため、

降雨減衰しても雨・雪等の観測が可能と

なること 

雨・雪等の詳細な特徴を捉えるた

め、空間分布やその強さ、動きを捉

えることが必要である。 

また、降水強度をより高精度に捉

え、雨・雪等の区別をつけられる

他、その種類も捉えることができる

ことも望ましい。 

9GHz帯の電波は降雨減衰するため、

探知対象を正確に捉えるための技術

的な条件が求められる。 

探知範囲 

・ 雨雲・雪雲の動きが追尾できるような探

知範囲となること 

具体的には、レーダーからの距離が30 

～ 80 km  

最大探知範囲は、交通機関が一定の

路線を十分観測できる道府県相当の

広さ、又は地方自治体が周辺の市町

村も入る広さとする。 

下限の探知範囲は、局地的大雨をも

たらす積乱雲（現象のサイズ：数km

前後、現象の寿命：1時間、移動距

離：30～40km程度）の観測ができる

広さとする。 

距離分解能 

・ 竜巻・突風・ウィンドシアーといった交

通機関に影響があり得る現象を捉えるこ

とができる分解能であること 

・ 積乱雲が検知できる、２km程度の分解能

を持つこと 

具体的には、距離分解能が100 ～ 500 m 

ウィンドシアー検知のためには、距

離分解能150ｍは必要である。ま

た、積乱雲が検知できる、２km程度

の空間分解能を持つことが求められ

る 

探知性能 
・ ある探知範囲で一定強度以上の降水強度

が検知できること 

探知範囲内で、降水強度が（用途に

より）0.5mm/hr又は１mm/hr以上の

雨が検知できることが求められる。 
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3.1. 気象レーダーに求められるパラメータ 

 

気象レーダーとして、気象現象を把握するためには、雨や雪の強さ、それらの

分布、移動速度を観測する必要がある。雨や雪の強さとしては、アメダスにて、

最小0.5mm/hrから観測が可能であり、気象レーダーとして高性能な観測を行うた

めに、最小限必要な性能である。 

  

 雨や雪の強度分布としては、水平分布が天気予報等で一般に用いられている。

また、予報や現象の解析には、高度方向を加えた３次元分布や、雲の発達や衰弱

傾向、移動方向の把握にも用いられている。 

 

 これらの現象を把握するために必要なパラメータをまとめると表3.1-1のように

なる。 

 

表3.1-1 気象レーダーに求められるパラメータ 

従来の気象レーダーで 

観測できるパラメータ 

偏波レーダーで 

観測できるパラメータ 

反射強度 𝑍𝑍 
反射因子差 𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑 

偏波間相関係数 𝜌𝜌ℎ𝑣𝑣 

ドップラー速度 𝑉𝑉𝑑𝑑 
偏波間位相差 𝜙𝜙𝑑𝑑𝑑𝑑 

偏波間位相差変化率 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑 

 

 気象現象を把握するために必要な要素について、観測できるパラメータと対応

させると、表3.1-2のようになる。 

  



 

36 
 

表3.1-2 気象レーダーにて観測できるパラメータ 

気象パラメータ 雨や雪の強さ 雨や雪の分布 雨や雪の移動速度 

対応するレーダーパ

ラメータ 
𝑍𝑍,𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑 ,𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑍𝑍,𝑍𝑍𝑑𝑑𝑑𝑑 ,𝜌𝜌ℎ𝑣𝑣 ,𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑑𝑑 

 

 これらのレーダーパラメータを精度よく観測出来れば、気象現象の正しい把握

につながる。 

 

 偏波レーダーで観測できるパラメータの活用事例としては、偏波パラメータを

用いて以下のようなプロダクトが生成され、実際の気象現象の把握に活用されて

いる。 

 

・𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑅𝑅関係式による降雨強度𝑅𝑅推定 

 反射強度𝑍𝑍との関係（𝑍𝑍 − 𝑅𝑅関係式）のみによる推定よりも、高精度で推定可能。 

 

・𝜌𝜌ℎ𝑣𝑣を用いた融解層の検出 

 雨と雪の境目である融解層の存在やその高度を観測可能。 

 

・降水粒子判別 

 偏波レーダーで観測された種々のパラメータや気温などの環境条件から、雨、

雪、あられ等の降水粒子の種類を判別。 

 

 

3.2. 高性能型、汎用型に求められる要求条件の違い 

 

 高性能型と汎用型において求められる気象レーダーの要求条件の違いは、以下

のとおりである。 

 

① 高性能型 

 高性能型気象レーダーでは、国や自治体、鉄道事業者などがその業務上公共性

の高い目的で観測を行う。そのため、公的目的を達成する観測範囲を広くカバー

することや、目的に合致した観測対象を観測することができるなど、多岐にわた

る目的をカバーできる要求条件がある。 

 この高い要求条件があるため、混信保護条件を厳しくする必要がある。 

 

② 汎用型 

 局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨）や短時間強雪、突風、竜巻などの局地的、

突発的な気象現象を観測できること。また、それらの気象現象を、公的な気象レ

ーダーの観測範囲外に当たる山間部やブラインドエリアなどでも観測可能とする

ため、小型かつ設置も容易な気象レーダーであることが、要求条件として重要で

ある。 

 この要求条件を満たすためには、混信条件は可能な限り緩くする代わりに、高

機能型気象レーダーの運用に妨害を与えないよう運用することが望ましい。 
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 汎用型の中でも、水平偏波のみを用いる単偏波タイプと、水平偏波及び垂直偏

波を用いる二重偏波タイプがある。それぞれのメリット、デメリットについてま

とめると表3.2-1のようになり、単偏波タイプ、二重偏波タイプそれぞれ、要求条

件に合わせて用いることとする。 

 

表3.2-1 単偏波タイプ及び二重偏波タイプのメリット、デメリット 

 単偏波タイプ 二重偏波タイプ 

メリット 

・ 送受信システムが一つで済み、

無線機の構造が簡単化し軽量化

できる 

・ 反射強度のパラメータは他から

の混信に対する耐性が比較的高

い 

・ 観測範囲を重複させながら配置

し協調観測をする際には、お互

いの混信条件を緩めることがで

き、無線局を近接して多数配置

することが可能 

・ 偏波パラメータにより、降水強度が

精度よく推定できる 

・ 偏波パラメータにより、雨・雪等の

判別が可能 

・ 高性能型の補完という意味では、二

重偏波機能を持つことが望ましい 

デメリット 

・ 反射強度のパラメータよりも偏

波パラメータを用いた方が、降

水強度の推定が精度よくできる 

・ 偏波パラメータを精度よく推定する

ためには、両送受信機の特性を合わ

せ、交差偏波抑圧度の高いアンテナ

を使用する等の高い技術が必要 

・ 他無線局からの混信を受けると偏波

パラメータを推定することが困難に

なるため、他局からの混信に対する

保護が必要 
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3.3. 9.7GHz帯気象レーダーに求められる技術的条件 

 

 9.7GHz帯気象レーダーとして求められる要求条件に対し、9.7GHz帯気象レーダ

ーの技術的条件についてまとめると以下のとおりである。 

 

3.3.1. 探知対象 

 

 探知対象について、それぞれ求められる要求条件に対する9.7GHz帯気象レーダ

ーの技術的条件は表3.3.1-1のようになる。 

 

表3.3.1-1 探知対象に対する技術的条件 

要求条件 
技術的条件 

技術的条件の項目 詳細 

雨・雪等の空

間分布が捉え

られること 

 

・ 観測パラメータ（反

射強度） 

・ アンテナスキャンの

方法 

 

・ 反射強度のパラメータを取得すること 

・ アンテナスキャンは空間をカバーできるよう、PPI

（Plan Position Indicator）スキャンやRHI（Rang

e Height Indicator）スキャンで三次元的にスキャ

ンすること 

・ アンテナは回転しながら観測すること 

・ 複数レーダー協調観測の周波数利用効率を上げるた

め、送信管には固体素子を用いること 

雨・雪等の強

さが捉えられ

ること 

・観測パラメータ（反射

強度） 

・複数レーダー協調観測 

・ 反射強度のパラメータを取得すること 

・ アンテナスキャンは空間をカバーできるよう、PPI

スキャンやRHIスキャンで三次元的にスキャンする

こと 

・ 比較的近距離で複数台のレーダーによる観測を行う

こと 

・ 複数レーダー協調観測の周波数利用効率を上げるた

め、送信管には固体素子を用いること 

雨・雪等の動

きが捉えられ

ること 

・ 観測パラメータ（ド

ップラー速度） 

・ 複数レーダー協調観

測 

・ パルス繰り返し周波

数（PRF） 

・ ドップラー速度のパラメータを取得すること 

・ 比較的近距離で複数台のレーダーによる観測を行う

こと 

・ 複数レーダー協調観測の周波数利用効率を上げるた

め、送信管には固体素子を用いること 

・ PRFを概ね5kHz以下とし、2種類のPRFを利用した折

り返し補正を行う等の観測を行うこと 

降水強度がよ

り高精度に捉

えられること 

・ 偏波レーダーで観測

できるパラメータ 

・ 交差偏波抑圧比 

・ 偏波レーダーで観測できるパラメータを取得するこ

と 

雨・雪等の区

別をするため

の融解層が捉

えられること 

・ 観測パラメータ（反

射強度） 

・ 偏波レーダーで観測

できるパラメータ 

・ 交差偏波抑圧比 

・ 反射強度のパラメータ及び偏波レーダーで観測でき

るパラメータを取得すること 

雨・雪等の種

類が捉えられ

ること 

・ 偏波レーダーで観測

できるパラメータ 

・ 交差偏波抑圧比 

・ 偏波レーダーで観測できるパラメータを取得するこ

と 
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9.7GHz帯の電

波は降雨減衰

を受けるた

め、降雨減衰

しても雨・雪

等の観測が可

能となること 

・ 複数レーダー協調観

測 

・ レーダーの観測範囲を重複させ、一方が降雨減衰に

より観測できない際に他方でカバーできるような配

置とすること 

・ 複数レーダー協調観測の周波数利用効率を上げるた

め、送信管には固体素子を用いること 

 

 

3.3.2. 探知範囲 

 

 探知範囲について、それぞれ求められる要求条件に対する9.7GHz帯気象レーダ

ーの技術的条件は表3.3.2-1のようになる。なお、高性能型と汎用型（２タイプ）

により、求められる要求条件とその技術的条件が異なる。 

 

表3.3.2-1 探知範囲に対する技術的条件 

気象レーダー

のタイプ 

要求条件 技術的条件 

要求条件の項目 値 
技術的条件の項

目 
詳細 

高性能型 

雨雲・雪雲の動き

が追尾できるよう

な探知範囲となる

こと 

半径60～80k

m 
・ 観測範囲 

・ PRF 

・ 等価等方輻

射電力（EI

RP） 

・ アンテナス

キャンの方

法 

・ 半径60～80kmを観測でき

ること 

・ 最大EIRPを110dBm（二重

偏波）とすること 

汎用型 半径30km 

・ 半径30kmを観測できるこ

と 

・ PRFを概ね5kHz以下と

し、必要な観測範囲を確

保すること 

・ 最大EIRPを89dBm（単偏

波）あるいは92dBm（二

重偏波）とすること 

 

 

3.3.3. 距離分解能 

 

 距離分解能について、それぞれ求められる要求条件に対する9.7GHz帯気象レー

ダーの技術的条件は表3.3.3-1のようになる。なお、高性能型と汎用型により、求

められる要求条件とその技術的条件が異なるものがある。 

 

表3.3.3-1 距離分解能に対する技術的条件 

要求条件 技術的条件 
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気象レーダー

のタイプ 
要求条件の項目 値 

技術的条件の項

目 
詳細 

高性能型 

汎用型 

竜巻・突風・ウィ

ンドシアーといっ

た交通機関に影響

があり得る現象を

捉えることができ

る分解能であるこ

と 

ウィンドシア

ー検知のため

には、距離分

解能150ｍは

必要 

・ 距離分解能 

・ パルス幅 

距離分解能150mを実現する

ため、P0Nではパルス幅を1

usとし、Q0Nではチャープ

幅やOBW、窓関数を適切に

設定すること 

 

高性能型 積乱雲が検知でき

る、２km程度の空

間分解能を持つこ

と 

- 

・ アンテナサ

イズ 

（ビーム

幅） 

アンテナビーム幅を1.2度

以下とすること 

汎用型 
アンテナビーム幅を4.5度

以下とすること 

 

3.3.4. 受信感度 

 

受信感度について、それぞれ求められる要求条件に対する9.7GHz帯気象レーダ

ーの技術的条件は表3.3.4-1のようになる。なお、高性能型と汎用型により、求め

られる要求条件とその技術的条件が異なる。 

 

表3.3.4-1 受信感度に対する技術的条件 

気象レーダー

のタイプ 

要求条件 技術的条件 

要求条件の項

目 
値 

技術的条件の

項目 
詳細 

高性能型 
ある探知範囲

で一定強度以

上の降水強度

が検知できる

こと 

半径80km以内で1m

m/hrの雨が検知で

きること 

・ EIRP 

・ 半径80km以内で反射強度

23dBZが検知できること 

・ 最大EIRPを110dBm（二重

偏波）とすること 

汎用型 

半径30km以内で1m

m/hrの雨が検知で

きること 

・ 半径30km以内で反射強度

23dBZが検知できること 

・ 最大EIRPを89dBm（単偏

波）又は92dBm（二重偏

波）とすること 
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図3.3.4-1 汎用型の要求条件イメージ 

（探知対象・探知範囲・距離分解能・探知性能） 

 

 

3.4. 汎用型気象レーダーが求められる背景 

 

 3.3.にて整理した高性能型と汎用型にて求められる要求条件と、第２章にて整

理した気象レーダーに対するニーズの現状と動向から、汎用型の気象レーダーが

求められる背景について整理すると以下のとおりとなる。 

 

 

3.4.1. 観測の目的 

 

 高性能型の気象レーダーの観測目的は主に公的な観測や研究目的である。これ

は、ある特定の民間企業や個人ではなく、我が国の国民に対して等しくその価値

を提供する目的で設置、運用されている、ということを意味している。具体的に

は、5GHz帯の気象レーダーは広域な観測が可能であり、我が国すべてのエリアを

カバーして観測することを目的に実施しているが、ある特定の民間企業や個人の

気象リスクへの対策を目的に観測は行っていない。また、9.7GHz帯を利用した気

象レーダーは、国土交通省X-MPは主に人口の多いエリアを中心の観測であり、自

治体気象レーダーもその当該自治体の範囲を観測することを目的としている。こ

の一例として、気象庁と民間気象事業者との関係性については図3.4.1-1に示すと

おりで、気象庁は公共性の強い情報提供を行うことを目的としており、民間気象

事業者は高度化、多様化するニーズに対してきめ細かく付加価値の高い気象情報

を提供する、という役割分担になっている。 

 

 このため、ある特定の民間企業や個人が自らの気象リスクへの対策や課題解決

のため、公的な機関が展開、運用する高性能型のレーダーは必ずしも適切な解決

策となっていないのが現状である。 
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図3.4.1-1 気象庁の提供すべき情報と官民の役割分担 

（出典 気象庁 気象審議会第２回総合計画部会 資料より作成） 

 

 

3.4.2. 局地的かつ急変する気象現象を観測する目的 

 

 図3.4.2−1に示すとおり、気象現象は空間スケールおよび現象の寿命によって分

類することが可能である。現象の広がりが大きいほど広範囲かつ長時間に亘り影

響を及ぼし、現象の広がりが小さいほど影響は局地的でかつ短時間である。昨今

多発する局地的大雨等は現象の広がりが小さく、現象の寿命は小さいが、強雨を

もたらし大きな被害をもたらすことがある。 

 ある特定の民間企業や個人における気象リスクとは、非常に局地的かつ急変す

る現象であり、例えば、わずか数km以内かつ１分以内に急変現象（局地的大雨、

強雪、突風など）が起こると、高速道路や鉄道における事故や通行止め、運転見

合わせ等が発生するため、これらの現象に対応できる観測網を整備し、対策を講

じることが求められている。 

 現状わが国では、5GHz帯気象レーダー及び9.7GHz帯高性能型気象レーダーが配

備されているが、5GHz帯気象レーダーは広範囲（数百km）を観測する目的がある

ため観測時間が長く（５分）なり、9.7GHz帯高性能型気象レーダーは配備されて

いる箇所が未だ限られており、求められている対策を講じることができていると

は言い難い状況にある。 

 高速道路や鉄道への気象リスク対策に必要な点として、そのリスクが生じる可

能性がある路線に集中した観測が行えること、数km以内かつ１分以内で急変する

気象現象を観測できること、が挙げられ、検討を行っている汎用型気象レーダー

についてはカバー率だけではなく、空間的及び時間的に高い分解能の観測が可能

であることが望ましい。 
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図3.4.2-1 気象現象の寿命と現象の広がりの関係図  

（出典 国土交通省 交通政策審議会第20回気象分科会 資料） 

 

 気象レーダーのニーズはすでに顕在化しており、5GHz帯気象レーダーを用いる

だけでなく、9.7GHz帯の高性能型気象レーダーで未だカバーできていないエリア

に対し、汎用型気象レーダーを展開し観測を行えるようにすることで、様々な気

象レーダーに対するニーズに応えることができるため、汎用型気象レーダーの技

術的条件の検討を速やかに行う必要がある。 

 

 

3.5. 汎用型気象レーダーの観測手法 

 

 汎用型気象レーダーの観測手法の条件について検討する。 

 

3.5.1. 送信波の特徴 

 

 パルスレーダーは一般に、送信中は受信できないという特性を持つ。また、パ

ルス幅を長くすると（おおむね10～100μsが使われる）、感度を維持したまま尖

頭電力を下げることができるが、パルス幅が長いとレンジ方向の分解能が悪化す

るため、パルスに対してチャープ変調を掛け（Q0N）、レンジ方向の分解能の改善

を図る。 

 

 一方、パルス幅が長いと、レーダー近傍が観測できない（ブラインドレンジと

呼ばれる）ため、レーダー近傍については、無変調パルス（P0N）にて観測する。

概念図を図3.5.1-1に示す。 
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図3.5.1-1 観測エリアと対応する電波型式 

 

3.5.2. 空中線の走査方法 

 

 気象レーダーは、パラボラアンテナ等のペンシルビームを有するアンテナを用

いるのが一般的であり、雲の全体構造を捉えるためには、アンテナの仰角や方位

角を変化させながら空間走査（スキャン）するのが一般的である。代表的な走査

方法を図3.5.2-1に示す。 

 

 図3.5.2-1のPPIスキャンとRHIスキャンについて、それぞれの特徴は次のとおり

である。 

 

〇PPIスキャン 

 仰角を一定とし、方位角を変化させて観測を行う。広範囲での雨量の推定、降

雨・降雪域の水平方向の広がりやその移動方向を観測し、短時間降水予測に活用

する。 

 

〇RHIスキャン 

 方位角を一定にし、仰角を変化させて観測を行う。今後、雲が発生するのか衰

弱するのか、降水・降雪が今後どの程度の強度となると見込まれるか、雨雲や雪

雲の鉛直構造がどのようになっているのか、降水相（雨か雪か、あられかひょう

か、という降水の性質の違い）の変化などを観測する。 

 

 
図3.5.2-1 アンテナ走査とデータ抽出空間の例 左：PPI、右：RHI 

 （出典 深尾、浜津（2005） 気象と大気のレーダーリモートセンシング） 

 

3.5.3. ドップラー速度観測 

 

 ドップラー速度を観測する場合、PRFから決定する折り返し速度以上の風速を正

しく観測することはできない。つまり、広範囲の観測を行うためには、低PRFを必

要とするが、この時の観測速度上限は低下する。逆も同様で、高速度のドップラ

ー速度を行う場合は、PRF上限が制限され、探知距離が制限されてしまう。 

 

 これらの問題を改善するために、2種類のPRFを使い分けて観測すると、ドップ
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ラーの速度の折り返し速度がPRF毎に変化するために、折り返し効果の補正が可能

となる。気象レーダーでは、この二重PRF法が広く用いられている。PRFの変化方

法には二種類あり、ある角度幅内で同じPRFを用いるグループスタガ方式と送信毎

にPRFを切り替えるパルススタガ方式が用いられている。 

 

表3.5.3-1 9.7GHz帯気象レーダーにおける典型的なPRFと 

観測範囲及び折り返し速度との関係 

PRF 観測範囲 折り返し速度 

２ kHz ～ 75 km ～ 16 m/s 

３ kHz ～ 50 km ～ 24 m/s 

５ kHz ～ 30 km ～ 38.5 m/s 

 

3.5.4. 複数台のレーダーによる協調観測 

 

 汎用型レーダーは小型のものを想定しており、高性能型に比べて、高密度配置

が容易である。このため、高密度配置した場合に得られる効果は汎用型レーダー

を展開する目的として重要な意味を持つ。ここでは、その具体的な効果と、その

効果を発揮するための観測手法として、複数台のレーダーによる協調観測につい

て述べる。 

 

 ドップラー解析を行う上で、１台のレーダーのみでは観測対象に対して、レー

ダーを中心とする放射線状に沿って１次元速度しか観測できない。一方、複数の

レーダーのドップラー速度の観測データをベクトル合成することで、２次元、３

次元の風の分布を求めることができる。これをデュアルドップラー解析という。

この解析を行うためには、気象レーダー同士の観測範囲がなるべく重なること、

気象レーダー同士の定常的な混信が少ないことが必要である。 

 

 ２台のレーダーを用いたデュアルドップラー解析の模式図を図3.5.4-1に示す。 

 

 
図3.5.4-1 デュアルドップラー解析の模式図 

 

出典 杉本（2007）ドップラーレーダーを主としたリモートセンシング観測値の

３次元変分法によるデータ同化と短時間降水予測手法の高度化に関する研究 

 

 また、特に9.7GHz帯では降雨減衰が大きく、局地的大雨の場所とレーダー設置

場所との関係によっては、局地的大雨の裏側を観測できないという課題がある。

空中線の大型化や送信機の高出力化によって、多少の改善は可能であるが根本的
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には別のレーダーを用いて補完する必要がある。この観測手法により、降雨減衰

による観測範囲が制限されている場合の補完が可能となる。概略を図3.5.4-2に示

す 

 

      
図3.5.4-2 降雨減衰時の観測の補完 

 

 

3.6. 気象現象把握に必要な汎用型気象レーダーの諸元 

 

3.6.1. 距離分解能 

 

 局地的大雨をもたらすような発達した積乱雲の大きさは水平方向で約１～２km

であるため、この積乱雲の構造を適切に把握するためには、より細かい分解能（1

0分の１程度）で観測する必要がある。また、航空機の運航に影響を及ぼすウィン

ドシアーを検出するためには、距離分解能はX-MPと同等の150mとする。 

 

 P0Nの距離分解能はパルス幅で決まり、150mの場合は1μsとなる。また、このと

きの標準的な受信帯域幅は1.2MHz程度である。 

 

 Q0Nの距離分解能は変調帯域幅で決まり、その下限は変調帯域の逆数と等しいパ

ルス幅で規定され、150mの場合は1μsの逆数の１MHzとなる。実際はレンジサイド

ローブや帯域外発射を低減する目的で、これより広い変調帯域が用いられている。

詳細は各社の設計に依存するが、概ね１～２MHz程度である。 

 

3.6.2. 探知範囲 

 

 局地的大雨をもたらすような積乱雲の発生・発達・衰弱過程に要する時間（雲

の寿命）は概ね1時間程度である。よって、雲の寿命と同程度の観測時間を確保す

る必要がある。観測対象の移動速度を20m/sと仮定し、50分程度観測を継続できる

という条件を設定すると、半径30kmの範囲を観測できる必要がある。模式図を図3.

6.2-1に示す。 

 

 観測対象の積乱雲は水平サイズが数km程度であるため、観測域遠端でこれ以上

の水平分解能を確保する必要がある。空中線指向角を4.5度程度とすると、 

 

30 [𝑘𝑘𝑘𝑘] × 4.5° ≈ 30 [𝑘𝑘𝑘𝑘] × 0.0787 ≈ 2.36 [𝑘𝑘𝑘𝑘] 
 

と計算され、積乱雲の水平方向の広がり（2km程度）と同程度となる。よって、空

中線指向角は概ね4.5度以下である必要がある。 
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 現状使用されているアンテナはビーム幅2～4.5度、利得30～38dBiのものが使わ

れている。このため、最低限の探知性能は30dBi（ビーム幅4.5度）で計算するこ

ととする。 

 

   
図3.6.2-1 観測範囲の模式図 

 

 

3.6.3. 探知性能 

 

 汎用型気象レーダーの最低限必要な探知性能としてはこれまで、降水強度１mm/

hrが用いられており、1mm/hr以上の降雨を観測できることとする。これは、一般

的に気象レーダーの探知性能の基準として広く用いられ、実際に気象庁や国土交

通省の5GHz帯及び9.7GHz帯レーダーにおいて仕様の基準とされている値である。

降雨強度とレーダー反射強度を関係づける関係式としては、雨粒径分布を仮定す

るため一般にMarshall and Palmer（1948）に挙げられている関係式が用いられる。

この関係式に基づくと、降水強度1mm/hrが反射強度23dBZに対応する。 

 

また、汎用型気象レーダーに求められる探知性能を実現するための諸元を確認

するため、最大EIRP 89dBmでの観測距離と最小検出可能な時間降雨量の関係を示

すと図3.6.3-1のようになる。 

  



 

48 
 

計算諸元 
 

 

 

 

 

図3.6.3-1 表3.2-1での観測距離と 

最小検出可能な時間降雨量の関係 

 

 EIRPを89dBm（空中線電力200Wおよび水平面ビーム幅4.5度）を用いたとして

も、最低限の観測性能である距離30㎞で降水強度1.0㎜/hrの観測性能を担保でき

る。よって、汎用型気象レーダーに求められる探知性能を実現するために必要なE

IRPは、単偏波で89dBm（二重偏波で92dBm）である。 

 

3.6.4. 搬送波の周波数 

搬送波の周波数は、チャンネル幅が5MHz間隔であることを踏まえ、異なる電波

の型式に関する当該周波数を均等に2.5MHz間隔とすることが適当であり、電波の

型式P0Nは電波の型式Q0Nよりも2.5MHz高い周波数とする。ただし、これらは同時

に送信しないこととする。 

 

3.6.5. 占有周波数帯幅 

 3.6.3に示す搬送波の周波数が2.5MHz間隔であることを踏まえ、現在、汎用型気

象レーダーとして想定されている各社のレーダーについて、電波型式P0N及びQ0N

のOBWをそれぞれ測定によって確認したところ、P0Nは1.26～2.25MHz、Q0Nは1.38

～2.2MHzであり、電波型式がいずれも2.5MHzの範囲に入っている。気象レーダー

のOBWの条件については、OBW値が小さいことだけではなく、他のパラメータとの

トレードオフにより決定されるべきである。また、各社OBW値にはばらつきがある

ものの、チャンネル間隔の幅に入っていることから、現状求められるOBWは2.5MHz

である。OBWに関係するパラメータを表3.6.4-1にまとめた。 

 

表 3.6.5-1 OBWに関係するパラメータ 
 P0N Q0N 

OBWに 

関係するパラメータ 

・パルス半値幅 

（距離分解能） 

・パルス全長 

・距離分解能 

・窓関数ロス 

・レンジサイドローブ 

 

3.6.6. 必要な気象レーダーの諸元 

 

局地的かつ急変する気象現象を観測するために必要な気象レーダーの諸元につ

いてまとめると、以下のとおりとなる。 

項目 諸元 

空中線電力 

（単偏波） 
200W 

ビーム幅 4.5度以下 

最大EIRP 

（単偏波） 
89dBm 
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①送信機の終段増幅器に固体素子を用いる。 

②距離分解能は150m。 

③必要な観測可能な範囲は30km以上。 

④必要な感度は30km先までの全域で、１mm/hrの雨が観測できる。 

⑤気象現象に対する安全確保がなされるよう、気象レーダーの配置やスキャンパ

ターン等が選択できること。 

⑥必要なEIRPは89dBm （単偏波）あるいは92dBm（二重偏波）以下。 

⑦ビーム幅は、4.5度以下。 

⑧送信出力は、200W（単偏波）あるいは400W（二重偏波）以下。 
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第４章 汎用型気象レーダーの前提条件 

 

 汎用型気象レーダーの前提条件を以下のとおり整理する。 

 

（１）高性能型の観測範囲外を補完すること 

 現在、設置、運用されている高性能型気象レーダーは、地上付近の定量的な雨

量を観測し、公的に提供し、活用されることを主な目的として設置しているが、

その観測データはリアルタイムに民間企業等に対しても提供されている。しかし、

3.4章で述べたとおり、設置されている場所が限られ観測条件が整わないなどの理

由から、特定の気象リスクを抱える民間企業向けに活用する上では課題が残って

いる。 

 

 そこで、9.7GHz帯における公的な気象レーダー観測に加え汎用型気象レーダー

を設置、運用し、相互利用することで様々な業界、業種における気象リスクへの

課題解決への応用が期待される。 

なお、汎用型レーダーは高性能型気象レーダーと同様に、リアルタイムに気象

観測を実施する目的で開設されることから、電波の混信が生じることのないよう

に、高性能型の観測範囲と重複しない範囲を観測する事を目的として設置する。 

 

 上述の観測範囲、観測条件を補完する条件として、高性能型気象レーダーの最

低仰角におけるビームの高さが標高1000m以下となるレンジ範囲を低層の観測範囲

と定義し、汎用型気象レーダーの観測範囲と一定比率（20％）以上重ならないと

き、汎用型気象レーダーを設置する前提条件のひとつとする。ただし、地形によ

って高性能型気象レーダーのビームが遮蔽される場合はそれ以遠を観測範囲と見

なさない。また、汎用型気象レーダーの観測範囲は半径30kmと仮定（局地的大雨

をもたらす積乱雲等の気象観測のために最低限必要となる範囲）し、汎用型気象

レーダーの観測範囲においてビームの高さは標高1000m以下とする。観測範囲の考

え方のイメージを図4-1に示す。 

 

 
図4-1 観測範囲のイメージ図 

 

（２）高性能型気象レーダーに対して混信を与えないこと 

 既に運用されている高性能型気象レーダーの観測上の課題を補完するという目

的を鑑みると、高性能型気象レーダーの観測に対して混信を与えることは、公的

な目的にも照らし、許容されない。よって、汎用型気象レーダーは上記（１）の

条件に加え、高性能型気象レーダーに混信を与えないこと、を前提条件のひとつ

とする。 

 

 以上をまとめると、表4-1のとおりとなる。 
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表4-1 汎用型気象レーダーの前提条件 

条件  定義 

1. 観測範囲の重複率が20％以下となること。 

 重複率＝（重複する観測範囲の面積）/（汎用型の観測範囲の面積） 

 と定義する。 

 

ここで、 

・高性能型気象レーダーの観測範囲 

 最低仰角におけるビームの高さが標高1000m以下となるレンジ範囲 

 ただし、地形によってビームが遮蔽される場合は、それ以遠は 

 観測範囲と見なさない。 

・汎用型気象レーダーの観測範囲 

 ビームの高さが標高1000m以下となる半径30㎞のレンジ範囲  

2. 高性能型気象レーダーの運用を阻害するような混信、その他妨害を与えないこと 
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第５章 同一周波数帯の他の無線システムとの共用条件 

 

 気象レーダー間の混信や、BS/CS受信設備へ9GHz帯気象レーダー送信波が画像破

綻などの悪影響を起こさず、利用可能となる条件を検討する。 

 

 

5.1. 気象レーダー間の共用条件 

 

 気象レーダー間の混信の有無やその程度を考慮し、その情報を基に将来的なチ

ャネルプランを検討するにあたり、以下のレーダーの混信保護基準（案）を検討

した。 

 

・高性能型レーダー 

・汎用型レーダー 

 

 また、現時点での汎用型レーダーの展開計画を策定するにあたり、汎用型レー

ダーの展開が計画通りに実施されることを仮定して、表5.1-1に示す項目を条件と

して、以下について試算を行った。 

 

・X-MPのような既存の高性能型レーダーに対して、どの程度混信を起こす可能性

があるか。 

・汎用型レーダーがどの程度混信を受け、どの程度利用可能か。 

 

 

表5.1-1 共用条件のための検討項目 

    

検討項目 

1. 混信発生モデルと共用条件 

2. 混信計算に必要な諸元 

3. レーダー諸元モデル 

4. レーダー間の混信計算モデル 

 

 

5.1.1. 高性能型レーダーと汎用型レーダーとの共用条件 

 

 高性能型レーダーに混信を与えない範囲で汎用型レーダーの設置が効率的に行

えるように、混信の観点で共用条件を検討する。 

 

（１）混信発生モデル 

 電波の混信が発生する会合パターンとしては、与干渉局の空中線のメインロー

ブとサイドローブ、被干渉局のメインローブとサイドローブの組み合わせとな

り、4つのパターンとなる。以降、「メインローブ」、「サイドローブ」をそれぞ

れ、「メイン」、「サイド」と呼ぶこととする。 

 



 

53 
 

 与干渉局がメインで被干渉局がメインとなった場合は、互いのアンテナが向き

合うパターンとなるため、混信レベルは最も高いが、そのようなパターンが発生

する可能性は、時間的・確率的に極めて低い。 

 汎用型気象レーダーのビーム幅を4.5度とし、高性能型気象レーダーを汎用型気

象レーダーに正対させたとき、メイン－メイン混信レベルが最大となり、1回転の

観測時間において、混信する割合は最大で4.5度/360度＝0.0125≒1.3％である。

実際の観測においては、仰角の変化やそれぞれのRPM、観測開始の方角の違いによ

って、向き合うようなパターンが発生する可能性は極めて低くなるため、実用上

問題となることは極めて少ないと考えられる。 

 

 与干渉がメインで、被干渉がサイドとなるパターンは発生頻度としては、限定

的ではあるが、混信レベルは高い。与干渉がサイドで、被干渉がメインとなるパ

ターンにおいても、混信レベルや発生頻度は同等であるが、高性能型と汎用型で

メイン及びサイドのゲインが異なり、与干渉局が汎用型でサイド、被干渉局が高

性能型でメインの場合に混信レベルがより高いため、この組み合わせにより検討

を行った。混信パターンの例を図5.1.1-1に示す。 

 
 図5.1.1-1 サイド－メインの混信パターンイメージ 

 

 

 与干渉がサイドで、被干渉がサイドとなるパターン（図5.1.1-2）は、混信レベ

ルは相対的に低いものの、常時発生する。これらをまとめると表5.1.1-1となる。 

 

 
 

図5.1.1-2 サイド－サイドの混信パターンのイメージ 

 

 

 以上のことから、共用条件においては、メイン－サイド及びサイド－サイドの2

つのパターンにおいて検討を行った。メイン－メインは発生頻度から、また、サ

イド－メインはメイン－サイドと同等なため、 メイン－サイド、サイド－サイド

の２つの条件で共用検討を行った。 

  



 

54 
 

表5.1.1-1 混信レベルの共用条件 

アンテナビーム会合パターン（*1）  

混信レベル 

 

発生頻度 

与干渉局  被干渉局 

メイン  メイン  混信レベルは最も高い  時間的・確率的に極度に

低い 

メイン  サイド  混信レベルは高い  時間的には限定的 

サイド サイド  混信レベルは低い  時間的には常時 

サイド メイン メイン－サイド同等  

 

（*1）送受利得が同一のアンテナ（パラボラアンテナ等）の場合、メイン/サイ

ド：空中線のメインローブ/サイドローブを意味する。 

 

 

（２）混信の前提条件 

 高性能型気象レーダーと汎用型気象レーダーの共用の条件として、検討すべき

パターンは以下の3種類である。 

 

・高性能型気象レーダーが汎用型気象レーダーに混信を与える場合 

・汎用型気象レーダーが高性能型気象レーダーに混信を与える場合 

・汎用型気象レーダー同士がお互いに混信を与える場合 

 

 高性能型気象レーダーは、公的な目的のための観測を行っていること、汎用型

の気象レーダーは、それを補完する目的で展開することから、高性能型が汎用型

に与える混信に対しては、制限をしないこととする。 

 

 また、同様の目的のため、汎用型が高性能型に対しては、メイン－サイド、及

びサイド－サイドのパターンにおいても混信を与えないことを前提条件とする。 

 

表5.1.1-2 汎用型レーダー同士の混信の前提条件の考え方 

パルス繰り返し周

波数 

（周期） 

デューティー比

から求まるパル

ス幅 

自局を除いて２局設

置した際に必要な送

信時間 

得られる受

信時間 

必要な観測範囲か

ら求まる受信時間 

2 kHz 

(500 μs) 
50 μs 150 μs 350 μs 

200μs (30km) 

333μs (50km) 

3 kHz 

(333 μs) 
33 μs 99 μs 234 μs  

5 kHz 

(200 μs) 
20 μs 60 μs 140 μs  
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図5.1.1-3 高性能型レーダーと汎用型レーダーの混信の前提条件 

 

 

表5.1.1-3 高性能型レーダーと汎用型レーダーの混信の前提条件 

混信の影響方向 混信の前提条件 

高性能型から 

汎用型 

制限しない。 

汎用型から 

高性能型 

メイン－サイド及びサイド－サイドの混信は 

与えない。 

 

表5.1.1-4 汎用型レーダー同士の混信の前提条件 

混信の影響方向 混信の前提条件 

汎用型同士 メイン－サイドの混信は許容する。 

 

 

（３）混信保護基準 

 汎用型気象レーダーは、単偏波観測を主体としており、電波の反射強度の観測

となるため、混信保護基準はI/N=0dB（Nは熱雑音）以下とするのが適当である。

一方、高性能型気象レーダーは要求条件が高く、二重偏波観測を主体としてお

り、0dB以下の混信であっても、観測品質に悪影響を及ぼすため、混信保護基準を

さらに厳しくする必要がある。 

ITU-R勧告M.1849-2では、気象レーダーの混信保護基準がI/N=-10dBと規定され

ているため、高性能型気象レーダーの混信保護基準は、これを適用することとす

る。これらのことから、高性能型気象レーダーと汎用型気象レーダー間の混信保

護基準は表5.1.1-3のとおりである。 

 

表5.1.1-3 高性能型気象レーダーと汎用型気象レーダーの混信保護基準 

 高性能型レーダー  汎用型レーダー 

混信保護基準  メイン－サイドの混信で  

I/N -10dB 以下  

サイド－サイドの混信で  

I/N 0dB 以下 
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5.1.2. 汎用型気象レーダー同士の共用条件 

 

 汎用型気象レーダーについては、I/Nが0dB超で混信ありとし、サイドローブ－

サイドローブでの混信のみを考慮する。それぞれの地域に特有な気象現象があり、

気象情報に対するニーズは地域毎に様々であるため、それぞれの設置場所で適切

なレーダーの配置、スキャンパターンが選択できることが必要である。離調周波

数が10MHzとした場合は、離隔距離はサイドローブ対向混信で７㎞程度となる。 

 

表5.1.2-1 汎用型同士の共用条件  

汎用型同士の共用条件 離調周波数 離隔距離 

メイン－サイド 

５MHz 364km 

10MHz 131km 

サイド－サイド 

５MHz  26km 

10MHz  ７km 
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5.2. 沿岸監視レーダー・波高レーダー 

 

 沿岸監視レーダー及び波高レーダーは9.7GHz帯の周波数を使用しており、汎用

型気象レーダーとの共用検討が必要である。本報告書では検討対象から除外する

が、今後、高性能型気象レーダーも含めた検討の際には、共用条件を明確にする

必要がある。 

 

 
図5.2-1 

 

 沿岸監視レーダーと汎用型レーダーの共用について検討した。既存の沿岸監視

レーダーが使用している中心周波数は9740±27MHzである一方、気象レーダーとし

て割り当てられている9.7GHz帯の中心周波数は9700から9795MHzであり、沿岸監視

レーダーの中心周波数からより遠ざけ、相互の混信をより小さくするためには、

気象レーダーは9795MHzを選択するのが良い。そこで本検討では、汎用型気象レー

ダーの中心周波数を9795MHzと仮定した。この仮定を基に、沿岸監視レーダーの送

信管をマグネトロン型および固体素子型とし、許容混信電力以下となるための必

要離隔距離を机上計算により試算した。なお、波高レーダーは、沿岸監視レーダ

ーと性能が同じであるため、波高レーダーの共用検討は沿岸監視レーダーの共用

検討に含めることとする。 

 

 沿岸監視レーダーの周波数の離調減衰を考慮し、マグネトロン型と固体素子型

それぞれに必要な離隔距離を算出した（表5.2-1）。対向条件はサイドローブ同士、

自由空間損失のみを考慮（地形等による損失は見込まない）した。 
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表5.2-1 必要な離調周波数と離隔距離 

沿岸監視レーダー  離調周波数  離隔距離 

マグネトロン型  10MHz  796km 

55MHz  181km 

固体素子型  10MHz  588km 

 55MHz   2.1km 

 

 

 
図5.2-2 マグネトロン型の離調周波数よる減衰量と 

汎用型気象レーダーの離隔距離 

 

 
図5.2-3 固体素子型の離調周波数による減衰量と 

汎用型気象レーダーの離隔距離 
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 現在、ほとんどの沿岸監視レーダーはマグネトロン型であるが、試算によると、

離調周波数を55MHzとしても、その離隔距離は181kmであることから、このままで

は、混信により汎用型レーダーの性能が十分発揮出来ない可能性がある。 

 このため、汎用型気象レーダーが被干渉、沿岸監視レーダーが与干渉となった

際に、汎用型気象レーダーに搭載されている「干渉除去機能」を動作させること

で混信を除去し、運用に支障がないことを確認する実験を行った。 

 

 実験に際しての諸条件は以下のとおりである。 

 

表5.2-2 汎用型気象レーダーのパラメータ 

実施場所 奄美大島 

受信周波数 9793.75MHz・9738.75MHz 

パルス平均数 100（通常の観測モード）ないし50 

PRF ２kHz 

パルス幅 39μs（Q0N,２MHz LFM） 

アンテナ回転方法 Az方向に１～２rpm 仰角０度 

干渉除去機能 パルス間比較および孤立点除去 

沿岸監視レーダーについて 場所は目視で確認し、通常運用を行っていたことは海上保安

庁に確認済み。距離は約5.2km。 

 

 

 実験結果については、沿岸監視レーダーの周波数に近い9738.75MHzで受信した

ところ、沿岸監視レーダーがある方向（図5.2-4の赤矢印方向）に、最大45dBZの

混信（図5.2-4の赤丸部分）が生じたが、汎用型気象レーダー側で干渉除去機能を

作動させたところ、図5.2-5のとおり、混信を除去できることを確認した。 

また、沿岸監視レーダーの方向とは異なる、東南東方向から到来する信号につ

いては、沿岸監視レーダーの電波が複数回反射し違う方向から届いたか、別の波

源があるか、のいずれかであると考えられる。これらの信号についても干渉除去

機能を作動させたところ、直接波と同様に信号を除去でき、気象レーダー以外の

混信を除去できることを確認した。 
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図5.2-4 汎用型気象レーダー（9738.75MHzの受信状態）での観測結果 

      （赤矢印は沿岸監視レーダーがある方向、赤丸は混信が生じている

箇所を示す） 

 
図5.2-5 汎用型気象レーダー側で干渉除去機能を動作させた結果 

        （赤丸内の混信が除去されている） 
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 このとおり、沿岸監視レーダーからの混信を除去する実験を行った結果、混信

が除去できることを確認した。汎用型気象レーダーを9738.75 MHzの受信状態にし

たところ、混信状態が生じ、そして、汎用型気象レーダー側で干渉除去機能の入

切を行った結果、干渉除去機能を入れると混信波が取り除かれた。よって、干渉

除去機能を作動させることで、基本的な観測を行うことが可能であることが確認

できた。 

 一方、汎用型気象レーダーが与干渉、沿岸監視レーダーが被干渉となる場合に

ついては、沿岸監視レーダーでの観測目的が対象物の位置を特定することであり、

干渉除去機能によって、汎用型気象レーダーによる混信を除去しても、その位置

の特定に影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられる。 

 

これらのことから、単偏波観測を主体とする汎用型レーダーについては沿岸監

視レーダーとの周波数共用は可能である。ただし、二重偏波観測を主体とする高

性能型気象レーダーについては、強度差を用いた干渉除去では降雨時の精度低下

が無視できないため、この限りではない。 
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5.3. BS/CS放送受信設備 

 

 9.7GHz帯気象レーダーの共用検討の対象は、CS放送受信設備であるものの、衛

星放送の受信設備としての混信メカニズムがBS、CSともに同様に扱うことができ

るため、BSを含めBS/CS放送受信設備に関する共用条件を検討する。 

 

5.3.1. システム概要と気象レーダー送信波のBS/CS受信設備への影響について 

 

 通常のBS/CS受信設備では、屋外に設置されたパラボラアンテナのフィード部分

において、受信RF信号(12GHz)の周波数変換が行われ(図5.3.1.-1コンバータブロ

ック図参照）、IF信号(L帯)が屋内の受像装置に供給される。 

 

 
 

図5.3.1-1 CSコンバータのブロック図 

 

 この周波数変換において、局発信号(Local)の上側波帯が目的のBS/CS受信信号

であり、下側波帯に気象レーダーで使用されている周波数に対応する場合があ

る。気象レーダー近傍で気象レーダーのメインビームがBS/CS受信設備を照射し、

BS/CS受信設備の周波数変換におけるイメージ妨害抑圧比を超えた信号が入力され

る場合、気象レーダー送信波がBS/CS受信設備への混信となり、画像破綻が発生す

ることになる。 

 

5.3.2. 共用検討モデル 

 

 BS/CS放送受信アンテナ方向への気象レーダー送信波の電力束密度(pfd: Power 

Flux Density)は、気象レーダーのメインビーム方向と気象レーダーのアンテナパ

ターン𝐴𝐴𝑡𝑡(𝜙𝜙, 𝜃𝜃)と気象レーダーとBS/CS放送受信アンテナ間の距離から計算可能で

ある。気象レーダー送信波のBS/CS放送受信アンテナへの入力レベルは、BS/CS放

送受信アンテナのアンテナ識別度𝐷𝐷で低減される。図5.3.2.-1 共用検討モデルの

説明 その１に上記を図解する。 

 

 (1.398 – 1.488 GHz) 
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図5.3.2-1 共用検討モデルの説明 その１ 

 

図5.3.1.-1のBSコンバータのブロック図に示したように、BS/CS放送の 12 GHz帯

の電波と気象レーダーの 9.4GHz/9.7GHz が周波数変換時の鏡像関係になる場合、

周波数変換後の IF 信号では同じ帯域に変換される。この時、気象レーダーの周

波数は目的外の帯域の信号であり、BS/CS放送の周波数の電波より抑制され、その

能力を受信アンテナ込みのイメージ妨害抑圧比を𝑆𝑆とする（図5.3.2.-2 共用検討

モデルの説明 その２参照）。 

 

 
 

図5.3.2-2 共用検討モデルの説明 その２ 

 

このモデルのもとで、気象レーダーからBS/CS受信アンテナへの許容干渉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟は
以下の式で表される。  
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𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟 = BS/CS 受信 pfd− 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

–𝑀𝑀 + 𝑆𝑆 + 𝐷𝐷 

  

 上式の各項について、表5.3.2-1 に整理する。 

 

表5.3.2-1 共用検討モデルの各項の説明 

項目 説明 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟 
(dBW/ｍ２

) 

気象レーダーから BS/CS受信アンテナへの許容干渉電力束密度（ピーク

値） 

BS/CS 受信 pfd 

(dBW/ｍ２
) 

BS/CS受信アンテナへの BS/CS放送波の電力束密度（平均値） 

BS放送：-102.6 dBW/m2 （＠東京） 

    -104.3 dBW/m2 （＠那覇） 

CS放送：-108.4 dBW/m2 （＠横浜） 

    -113.4 dBW/m2 （＠那覇） 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝

（𝑝𝑝𝑑𝑑） 
画像破綻を起こす放送波(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)と妨害波(𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝)の比 

IF信号を使って、実験室実験で適切な値を決定する予定 

𝑀𝑀（𝑝𝑝𝑑𝑑） 

降雨時の影響を考慮するためのマージン 

降雨時に BS/CS放送波は衛星とBS/CS受信アンテナ間の降雨により減衰を

受けて、干渉で画像が破綻しやすくなる。このため、マージンを取る必

要がある。 

𝑆𝑆（𝑝𝑝𝑑𝑑） 

受信アンテナ反射鏡込みイメージ妨害抑圧比 

受信アンテナ利得が最大となる方向からBS/CS所望波平均値と妨害波ピー

ク値が同じpfd（電力束密度）で入力したときの、IF帯でのBS/CS所望波

平均値と妨害波ピーク値出力の比であり、𝑆𝑆 > 0とする。この値が大きい

ほど、BS/CSアンテナは干渉に強い。 

𝐷𝐷（𝑝𝑝𝑑𝑑） 

BS/CSアンテナ識別度（9GHz帯放射パターン） 

BS/CSアンテナは静止衛星軌道に向けるのに対し、気象レーダーからの妨

害波は、通常、水平方向からやってくるので、アンテナ利得が最大アン

テナ利得方向より低下していて、その分干渉量が小さくなる。アンテナ

識別度は、9GHz帯における最大利得方向の最大利得に対する、その方向

のアンテナ利得との差であり、𝐷𝐷 ≥ 0とする。 

 

5.3.3. 共用条件 

CS放送事業者と設置を希望する者がCS放送受信設備への影響について運用調整

を行い、合意が行われていることを条件とする。 

今回の検討ではBS/CS放送受信設備を保護するための適切な条件設定に至らなか

ったため、気象レーダーからのイメージ妨害の影響を受けにくい放送受信設備の

導入なども含め、引き続き放送事業者等と共用条件について検討を行うこととす

る。 

今後、検討実施中の項目を精査し、総務省資料「9GHz帯気象レーダーを運用さ

れる方へ（平成22年4月26日）」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000372

122.pdf)の改定を行うとともに、必要に応じて審査基準等の見直しを実施する。 

なお、CS放送受信設備に対し妨害を与えるような混信が認められた場合は、設

置を希望する者がCS放送事業者と調整の上、個別に対応するものとする。  
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第6章 汎用型気象レーダーの技術的条件 

 

6.1. 一般的条件 

 

6.1.1. 適用範囲 

 

この技術的条件は、9.7GHz帯汎用型気象レーダーであって、送信機の終段増幅

器に固体素子を用いるものに対して適用する。 

 

6.1.2. 周波数帯 

 

 汎用型気象レーダーの周波数帯は、9,697.5～9,800MHzの範囲（割当周波数9,70

0～9,797.5MHz）とする。 

 

6.2. 送信装置の条件 

 

6.2.1. 変調方式および電波の型式 

 

 変調方式はパルス変調とすることが適当である。電波の型式は、P0N又はQ0N、

もしくはその両方とすることが適当である。 

 

6.2.2. 搬送波の周波数 

高性能型レーダーではP0Nの方がQ0Nよりも高い周波数帯側に割り当てられてい

るおり、また、占有周波数帯幅が2.5MHzで、P0NとQ0Nの相互の混信を避けるため、

電波の型式がP0Nの搬送波の周波数は、電波の型式がQ0Nの搬送波の周波数より2.5

MHz高い周波数とすることが適当である。ただし、これらは同時に送信しないこと。 

 

6.2.3. 周波数の許容偏差 

 

 周波数の許容偏差は、恒温槽付水晶発振器や温度補償水晶発振器が高い周波数

精度を確保できることから、百万分率で20とすることが適当である。  

 

6.2.4. 占有周波数帯幅の許容値 

 

 汎用型気象レーダーとして想定されている各社のレーダーについて、OBW（P0

N、Q0N）の測定を行った。この結果、OBWの許容値は、2.5MHzとすることが適当で

ある。 

 

6.2.5. 空中線電力 

 

 空中線電力は、必要な探知性能を実現する諸元が52.8dBm以上であることから、

200W以下（単偏波）とすることが適当である。また、垂直及び水平偏波を同時に

用いる場合、それぞれの送信出力の和を取ることとする。電波の型式がP0N、Q0N

ともに尖頭電力で表示することとする。 

 

6.2.6. 等価等方輻射電力（EIRP） 
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 EIRPを89dBm（単偏波）、92dBm（二重偏波）とすると、距離30㎞で降水強度１m

m/hrの観測性能を担保できる。汎用型気象レーダーに求められる探知性能を実現

するために必要な最大EIRPは、89dBm（単偏波）、92dBm（二重偏波）となる。よ

って、EIRPは、89dBm以下（単偏波）、92dBm以下（二重偏波）とすることが適当

である。 

 

6.2.7. 空中線電力の許容偏差 

 

 空中線電力の許容偏差は、上限20％、下限50％とすることが適当である。 

 

6.2.8. デューティー比 

 

 送信平均電力を上げるためには、デューティー比はなるべく大きくした方が良

いが、複数台の隣接レーダーによる協調観測を行うには、それぞれのレーダーの

受信時間を確保する必要がある。自局以外に2台程度設置された際には、それぞれ

の送信タイミングを調整した上で受信時間を確保するために、デューティー比は1

0％以下とすることが適当である。 

 

6.3. 搬送波の変調波スペクトラムの許容範囲 

 

 搬送波の空中線電力（尖頭電力）から、次の減衰量とすることが適当である。 

 ・割当周波数から±3.75 MHz以上離隔した周波数における減衰量：50 dB 以上 

 ・割当周波数から±8.75 MHz以上離隔した周波数における減衰量：60 dB 以上 

 

6.4. スプリアス発射又は不要発射の強度 

 

6.4.1. 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 

 

 基本周波数の平均電力より、40dB低い値とすることが適当である。 

無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の

周波数は、ITU-R勧告SM.1541-5 Annex 8の条件に適合することとし、図6.4.1-1の

とおりとする。 

 
図6.4.1-1帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数 

 

6.4.2. スプリアス発射領域における不要発射の強度の許容値 

 基本周波数の尖頭電力より、60dB低い値とすることが適当である。なお、参照
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周波数帯幅及び帯域外領域とスプリアス発射領域の境界の周波数は、ITU-R勧告SM.

1541-5 Annex 8の条件に適合することが適当である。 

 

6.5. 空中線 

 

6.5.1. 空中線利得 

 

 空中線利得については、規定しない。 

 

6.5.2. 空中線ビーム幅 

 

 空中線のビーム幅は、4.5度以下とする。 

 

6.5.3. 空中線サイドローブレベル 

 

 主指向方向から3度以上離隔した方向における最大EIRPを76dBm以下（単偏

波）、79 dBm以下（二重偏波）、15度以上離隔した方向における最大EIRPを62dBm

以下（単偏波）、65 dBm以下（二重偏波）とする。 

 

 観測性能や実現性に無理の無い範囲で上限値を管理するのが現実的対応であ

り、空中線の指向性モデルが必要である。このため、 ITU-R勧告M.1851-1のsinc

モデルで考える。当該勧告によれば、第一サイドローブ特性が-13.2～-19dBppの

範囲を想定したモデルであり、Φ1m以下程度の小型アンテナに適する。ここで、

検討に用いた計算式は以下のとおりである。 

 

𝐹𝐹(𝜇𝜇) = 𝑠𝑠in  𝜇𝜇 
𝜇𝜇
（放射パターン） 

𝜇𝜇 = 𝜋𝜋 �𝑙𝑙
𝜆𝜆
� 𝜃𝜃 = 𝜋𝜋∙50.8∙𝜃𝜃 

𝜃𝜃
3

 𝜃𝜃：利得計算角度[deg] 𝜃𝜃3：ビーム幅[deg] 

サイドローブ方向のマスク： −8.584 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �2.876 ∙ |𝜃𝜃|
𝜃𝜃
3

�[dB]  

     ※ただし -30dB以下の部分は-30dBとする。 

 

 サイドローブ－サイドローブ混信のみを考えるため、高利得アンテナを用いた

場合でも混信の強度は増加しない。 

 

6.6. 電波防護指針 

 

 9.7GHz帯汎用型気象レーダーについては、当該レーダーを設置する段階におい

て、その諸元が電波防護指針と適合できるか確認するものである（電波防護指針

については、参考資料10参照）。 

 

電波防護対策としては、電波防護指針に基づき、設置環境に応じてそれぞれが

離隔距離を算出し、離隔距離以内に立ち入れないような対策（ビルの屋上に人が

立ち入るときは電源が切れる、など）を施したり、空中線が停止した際は、電波

の送信も停止させる機能を装備したりするなどの対策を行う必要がある。 

 

 9.7GHz帯汎用型気象レーダーの以下の諸元に基づき、電波防護指針の適合性を

確認する。ひとつの参考値を図6.6-1に示す。 
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表6.6-1 離隔距離と計算条件 

離隔距離 計算条件 

9.14m 空中線は回転する 

アンテナ利得： 38dBi 

送信出力（単偏波）： 200W (EIRP 89dBm) 

デューティー比： 10％ 

直接波＋ビル等の反射 

 

 

（単偏波として、電波防護指針の適合性を確認する） 

 

 
図6.6-1 9.7GHz帯汎用型気象レーダーの電波防護指針と適合性（例） 

 

 この例の場合、離隔距離を10m程度確保することにより、電波防護指針に適合で

きることを確認した。ビルの屋上等に設置する際には、人の立ち入りに応じて送

信を停止させる、アンテナの回転を停止した状態で送信できないようにする等の

対策を行う必要がある。 

 

6.7. 受信装置 

 

6.7.1. 等価雑音帯域幅および雑音指数 

 

 等価雑音帯域幅は、1.2MHzとし、雑音指数は、４dB以下とすることが望ましい。 

 

6.7.2. 最小受信感度 

 

最小受信感度は、-110dBm/MHzとすることが望ましい。 

 

6.7.3. 副次的に発する電波等の限度 

 

現行無線設備規則第24条の規定のとおり、9.7GHz帯気象レーダーについても、
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受信機から副次的に発する電波の限度は、４nW以下とする。 

 

6.8. 測定法 

 

 本節では、汎用型気象レーダーの技術的条件のうち、測定法に関する項目につ

いて定める。 

 

6.8.1. 周波数の測定 

 

 電波の型式がP0Nの場合-3dBpp、Q0Nの場合-10dBppとなる周波数の平均とする。 

 

図6.8.1-1 周波数オフセットについて 

 

6.8.2. 占有周波数帯幅の測定 

 

 OBWの測定において、周波数オフセットしたP0NパルスとQ0Nパルスを同時にスペ

クトラム・アナライザーにて測定すると分解能帯域幅（RBW）の設定値によってP0

NとQ0Nのピークレベル差が変化するため、RBWの設定値を規定する必要がある。こ

の解決方法として、周波数オフセットしたP0NパルスとQ0Nパルスを個別にスペク

トラム・アナライザーにて測定する（測定例については参考資料５参照）。 

 

表6.8.2-1の条件で測定を行うと、OBW、送信周波数及び搬送波の変調波スペク

トルが同時に測定できる。 
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表6.8.2-1 測定条件 

 
測定条件 

数値例 

P0N Q0N 

掃引周波数幅  OBW、送信周波数、及び搬送波

の変調スペクトルの許容範囲

が同時に測定できる幅 

30 MHz 

分解能帯域幅 

(RBW)  

OBW許容値の1%以上 30 kHz 

ビデオ帯域幅 

(VBW) 

 RBWと同程度  30 kHz 

データ点数  1000点以上  1501点以上 

掃引モード  繰り返し掃引  繰り返し掃引 

掃引時間  PRFの逆数と 

データ点数の積以上 

10秒 

信号対雑音比 

(S/N)  

50 dB以上  70 dB以上 

検波モード  ポジティブピーク  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド  マックスホールド 

周波数 

 

ピークから一定割合電力低下

した周波数の平均 

-３ dBpp となる周

波数の平均 

-10 dBpp となる 

周波数の平均 

 

 

 測定条件の根拠は、以下のとおりである。 

 

（１）掃引周波数幅 

・ OBW計算をするためには、適切な幅で掃引しなければならない。OBWは、

掃引周波数幅内の電力総和に対して99％の電力が集中する周波数幅で規

定される。つまり、掃引周波数の幅が狭すぎる場合には、OBWが過小評

価される。 

・ 国内規定には根拠の記述がないため、ITU‐R勧告 SM.443-4を引用す

る。掃引周波数幅が過剰に広い場合、多量の雑音が計算過程に混入して

精度低下要因となる。そのため、少なくとも最大振幅に対して0.5％

（または-26dB）のスペクトル成分が十分に含まれる幅とする（図6.8.2

-1）。 

・ OBWの端点は概ね-15～-10dBとなる。OBWの2倍程度幅を取れば、スペク

トルの接点は-30dBを下周るが、OBWだけでなく、送信周波数や減衰量な

ど全体を一度に測定するには、掃引周波数幅を30MHzとすることが適当

である。 
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*ITU-R勧告 SM.443-4 “Bandwidth measurement at monitoring stations” 

図6.8.2-1  OBWの測定方法の根拠 

 

（２）RBW 

OBWは探知性能に直結するため、許容値付近で運用することが望ましい。また、

２桁程度の測定精度が必要であるため、RBWはOBWの１％程度とする。ただし、

実際のスペクトラム・アナライザーは離散的なRBWしか設定できないため、RBW

はOBWの1％以上とする。 

P0Nをスペクトラム・アナライザーで測定すると、PRF毎に分布する線スペク

トルとして観測されるため、観測点毎にスペクトルを1本以上入れる必要がある

ことから、RBWはPRF以上とする必要がある。PRFとして50Hz～20kHzが想定され

ているが、RBWを１％とした場合は概ね要件を満たす。 

 

（３）データ点数 

データ点数は、掃引周波数幅をRBWで除した値が下限値となる。掃引周波数が

30MHz、RBWをOBWの1％(30MHz×1%=0.030MHz)とすると、下限値は30/0.030=1000

点となる。 

 

（４）掃引モード 

スペクトルの測定においては、レーダーと非同期で測定するために、1回の掃

引だけでは、スペクトルのエンベロープが形成されないため、ある程度の繰り

返しが必要である。ITU-R勧告SM.443-4では、400回以上の掃引が必要であると

言われている。 

 

（５）掃引時間 

各データ点の測定時間は最低でも、送受信1周期以上が必要である。PRFの逆

数が送信周期であり、各店の測定時間の最低値となるため、掃引時間はPRFの逆

数とデータ点数の積以上とする。 

 

（６）信号対雑音比 

OBWの測定には、最低でも26dBのダイナミックレンジが要求されている。許容

誤差を0.02dBとすると、
𝑆𝑆+𝑁𝑁
𝑆𝑆
≤ 10

0.02
10 より

𝑆𝑆
𝑁𝑁
≥ 216.65 ≈ 23.4 [𝑝𝑝𝑑𝑑]となるため、測定

系には26dB＋23.4dB＝49.4dB以上のダイナミックレンジが要求される。よって、

信号対雑音比は50dB以上とする。 
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（７）特性周波数 

 特性周波数は、ピークから一定割合電力が低下したところの周波数の平均とす

る。具体的には、P0Nの場合は-3dB、Q0Nの場合は-10dBとする（スペクトルの測定

例は参考資料４のとおり）。 

 

6.8.3. 副次的に発する電波等の限度 

 

 空中線接続端子に擬似負荷を接続し、受信装置を連続受信状態として、スペク

トラム・アナライザー等を用いて測定すること。 

 

 

6.9 その他 

 

 現在、各分野において固体素子型レーダーが導入・運用されており、送信出力

低減のため、従来から電子管型レーダーで用いられている短パルス（無変調パル

ス列）に加えて長パルス（変調パルス列）が使用されているところである。これ

らの異なるパルスを発射するものについては、単独及び複数の電波の型式による

運用に対応した周波数管理を行う観点から、今後5GHz帯9GHz帯の短パルスと長パ

ルスの両方を送信する気象レーダーの電波の型式について、P0NとQ0Nを別個に指

定することが適当である。 

 また、スプリアス発射についても5GHz帯9GHz帯の両気象レーダーについてITU-R

勧告SM.1541-5 Annex 8の条件に適合するよう見直しを行うことが必要である。 
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第７章 今後の課題 

 

 本報告書にて検討した内容を踏まえて、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの今後の

展開における課題や検討事項を以下列記する。 

 

 気象レーダーは、汎用型と高性能型に分けているが、空中線電力等の一部の諸

元以外は、不要発射や測定法等の技術的条件に差異を設ける合理的な理由はない

と考える。 

 9.7GHz帯気象レーダーで検討すべき課題として、汎用型と高性能型が個別に検

討しなければならない事項は以下のとおりである。 

・空中線電力の上限 

・等価等方輻射電力の上限 

・空中線利得 

・搬送波の変調波スペクトラムの許容範囲 

・沿岸監視レーダー及び波高測定用レーダーとの共用条件 

・CS放送受信機との共用条件 

 

今般、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの技術条件を検討した。今後、9.7GHz帯高

性能型気象レーダーの技術的条件は、より十分な検討を図ることとなるが当該条

件がまとまった際に、汎用型気象レーダーにも適用できるものは、汎用型気象レ

ーダーの技術的条件の見直しを行うこととする。 

 

気象レーダーは、5MHz幅の周波数間隔として周波数割当てを行っているが、搬

送波の変調波スペクトラムとして隣接チャネル（５MHz離れ）、次隣接チャネル

（10MHz離れ）のポイントで空中線電力からの相対的な減衰量を規定している。将

来的に周波数の効率的利用を図るには、さらに離れたポイントの減衰量や階段的

なスペクトラムマスクを検討することが望ましい。 

 

汎用型気象レーダーについては可搬型も考えられる。9.7GHz帯においては、現

在約40局の高性能型気象レーダーが運用しており、また沿岸監視レーダー等の他

共用システムも存在していることから、汎用型、高性能型ともに固定設置の気象

レーダーに限定し、可搬型は共用条件をまとめた上で9.4GHz帯において検討する

ことが望ましい。 

 

沿岸監視レーダーとの共用検討 

沿岸監視レーダーとの共用検討については、単偏波気象レーダーでは一定の混

信除去が見込めるものの、二重偏波気象レーダーは、引き続き検討が必要であ

る。 

 

BS/CS放送受信機との共用検討 

BS/CS放送受信機との共用検討については、BS/CS放送受信機それぞれの混信に

対する耐性の違いを含めた混信メカニズムは解明できたものの、BS/CS受信アンテ

ナのコンバータにおける混信発生であることを考慮し、気象レーダーによる過度

なブランキングとならないよう、受像機の画像破綻を回避する共用条件の確立に

向け、引き続き検討が必要である。 

 

OBWの許容値 

OBWの許容値については、必要な探知性能を確保しつつ、隣接チャネルへの影響
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を与えないようパルスの波形を含め狭帯域化を検討することが望ましい。 

  



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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参考資料１ 近年の災害の特徴 

 

 第１章の1.2.2.「近年の災害の特徴」は、気象庁がまとめた「災害をもたらし

た気象事例」、株式会社ウェザーニューズが取りまとめた「WxFiles」より引用し

抜粋して記載している。「WxFiles」とは、気象学的に起こった現象についてまと

めるだけではなく、気象現象から起こった実影響について、個人からのレポート

等も含めてまとめた資料であり、気象庁がまとめた資料と共に、参考資料１とし

て次ページ以降にまとめる。本資料は、気象庁およびウェザーニューズ社のホー

ムページで参照できる。 
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（以降詳細資料は省略） 



 

78 
 

 
 

  



 

79 
 

 
 

  



 

80 
 

 
 

  



 

81 
 

 
 

  



 

82 
 

 
 

  



 

83 
 

 
 

  



 

84 
 

 
 

  



 

85 
 

 
 

  



 

86 
 

 
 

  



 

87 
 

 
 

  



 

88 
 

 
 

  



 

89 
 

 
 

  



 

90 
 

 
 

  



 

91 
 

 
 

  



 

92 
 

 
 

 

 

  



 

93 
 

 

 
 

  



 

94 
 

 
 

  



 

95 
 

 
 

 

 

 

 



 

96 
 

 
 

  



 

97 
 

 
 

  



 

98 
 

 
 

  



 

99 
 

 
 

  



 

100 
 

 
 

  



 

101 
 

 
 

  



 

102 
 

 
 

  



 

103 
 

 
 

  



 

104 
 

 
 

  



 

105 
 

 
 

  



 

106 
 

 
 

  



 

107 
 

 
 

  



 

108 
 

 
 

  



 

109 
 

 
 

  



 

110 
 

 
 

  



 

111 
 

 
 

  



 

112 
 

 
 

  



 

113 
 

 
  



 

114 
 

 
 

  



 

115 
 

 
 

  



 

116 
 

 
 

  



 

117 
 

 
 

  



 

118 
 

 
 

  



 

119 
 

 
 

  



 

120 
 

 
 

  



 

121 
 

 
 

  



 

122 
 

 
 

  



 

123 
 

 
 

  



 

124 
 

 
 

  



 

125 
 

 
 

  



 

126 
 

 
 

  



 

127 
 

参考資料２ 近年の異常気象による災害への傾向と対策 

 

 近年の異常気象による災害の傾向と対策として、以下2つの対策を述べる。 

 

（１）平成29年7月九州北部豪雨の対策 

 国道交通省水管理・国土保全局が中心となり、「九州北部緊急治水対策プロジ

ェクト」として緊急的な治水対策が進められた。これは堤防改修などのハード対

策が主ではあるが、危機管理型水位計という新しいタイプの廉価な水位計の緊急

整備により、河川水位変化のリスクを早く捉えようとするものである。 

 

  
 

九州北部豪雨を踏まえた緊急対策（河川事業概覧2018） 
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（２）平成30年2月福井豪雪への対策 

 国土交通省は平成29～30年度にかけて「冬期道路交通確保対策検討委員会」を

開催し検討を重ね、「大雪時の道路交通の確保に向けた取り組み」を平成30年度

雪氷期より開始した。これは、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の

呼びかけ等の取り組みを行うもので、従来であれば通行止めとなる状況において

タイヤチェーン装着車のみ通行を可能としたものである。この対象区間は全国１

３区間(うち 直轄国道６区間、高速道路７区間)が制定された。この区間は局地的

な短時間強雪によりスタックや滞留車両が発生しやすい山間部路線となっている。 

 

   
 

福井豪雪を受けた対策（国土交通省HPより） 
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大雪時のチェーン装着必須区間（国土交通省HPより） 

 

 

 これら対策においては、ハードやソフトの整備双方が行われているが、気象予

測や気象観測における有効な対策はなかなか打てていないのが現状と考えられる。

九州北部豪雨対策における危機管理型水位計は、あくまで局地的大雨発生後の河

川水位変化をいち早く検知するものであり、局地的大雨の事前検知が目的ではな

い。また、福井豪雪における大雪時のチェーン装着必須区間はいずれも山間部に

位置し、地表付近は公的な気象レーダー観測網におけるブラインドエリアとなり

やすい区間である。このため、このような災害対策において、災害発生前の異常

気象を早期検知するための気象レーダーのニーズが、より高まる傾向にあるとい

える。 
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参考資料３ 9.4GHz帯実験試験局気象レーダーの実証実験結果 

 

 民間気象事業者では、高速道路、鉄道、航空会社などの顧客から、局地的大雨

や突風に備えるための、より一層の実況監視強化と精度の高い危険回避情報の提

供を求められていたため、実験試験局として気象レーダーを導入することとなり、

試験観測による気象現象の観測及び、前兆現象の早期検知と情報提供が効果的に

機能するのかどうか、を検証しており、以下のような実証実験の結果及び各交通

機関の要望が確認されている。 

 

○実証実験を行った結果、交通機関ではこれまで現象発生後から管理作業などの

対応を始めていたが、気象レーダーの導入により現象発生前から作業を開始でき

ることがわかり、気象レーダーの有効性が確認できた。 

 

〇交通機関からは運行管理や作業の効率向上のためにも、引き続き観測を求める

声があり、実用局化が期待されている。 

 

○こうした現象をもたらす積乱雲を、すでに公的主体で運用されている広域観測

の気象レーダーと合わせて、さらに高い時間頻度での観測や鉛直方向の観測とい

った現在の実験試験局の気象レーダーの特徴を用いることで、現象の発生初期か

ら観測できたこの手法は有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4GHz帯 実験試験局配置例（民間気象事業者） 
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2. 1. 2. 1-2  民間気象事業者気象レーダー外観 

 

 

民間気象事業者気象レーダー観測イメージ 
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交通機関ごとの実験試験局のレーダー導入前と後の結果 

 

交通機関 エリア  

観測対象  

レーダー導入前の課

題 

レーダー導入後の結

果 

高速道路 北陸の  

あられ 

 

道路管理事業者は、

あられによる路面状

態の悪化を解消する

ためのタイムリーな

雪氷作業を行うのが

難しく、時間を要す

ることもあった。 

道路管理事業者は、

あられの事前情報の

提供を受けて、雪氷

作業開始までの所要

時間の短縮が認めら

れて、路面状態の維

持に気象レーダーが

有効であることがわ

かった。 

航空 

（ドクターヘリ） 

北海道の  

降雪 

 

運航事業者は、ドク

ターヘリの安全な運

航を判断するため

に、できる限りの気

象情報を入手してい

るが、峠など山間部

では入手しづらい箇

所もある。 

運航事業者は、この

試験観測を活用する

ことで、気象の悪化

や回復のタイミング

を見極めることがで

き、安全な運航の判

断材料の一つとして

有効性が確認され

た。 

 

 

 
 

9GHz帯気象レーダーの現在の実証実験①（高速道路） 

 

 

5GHz帯 

 5GHz帯 
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9GHz帯気象レーダーの現在の実証実験②（高速道路） 

 

 

 

 
 

9GHz帯気象レーダーの現在の実証実験③（航空） 

 

 

  

5GHz帯 5GHz帯 

5GHz帯 5GHz帯 

 5GHz帯 

5GHz帯 
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将来の9GHz帯気象レーダーの導入を望む声（鉄道） 

 

 

 
 

将来の9GHz帯気象レーダーの導入を望む声（道路） 
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将来の9GHz帯気象レーダーの導入を望む声（航空） 

 

 

 
 

将来の9GHz帯気象レーダーの導入を望む声（海運） 
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参考資料４ 観測性能の定義 

 

 空中線の指向性モデルの定義に必要なものとして、ITU-R勧告M.1851-1のsincモ

デルは以下のとおりである。 

 

 

 
 

Gainと方位角との関係 

 

 
 

EIRPと方位角との関係 
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参考資料５ 混信計算に必要な諸元 

 

 与干渉側と被干渉側に必要なレーダー諸元について述べる。 

 

 

混信計算に必要な諸元（与干渉側） 

 

与干渉側  備考 

設置場所  緯度・経度・標高 

送信周波数  𝑝𝑝0 

送信電力  EIRPも可 

送信給電系損失  送信機―空中線間  

空中線利得  メイン及びサイド 

送信スペクトラム  中心から±80MHz 0.5MHz刻み以下  

パルス変調方式  P0N又はQ0N (Q0Nの場合は変調周波数幅も示す） 

 

 

混信計算に必要な諸元（被干渉側） 

 

被干渉側  備考 

設置場所  緯度・経度・標高  

受信周波数  𝑝𝑝1 

空中線利得（送信）  メイン及びサイド  

受信給電損失  空中線―受信機入力間 

受信フィルタ特性  中心から±80MHz 0.5MHz刻み以下  

最小受信感度  𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

混信許容レベル  決められた I/N 以下  

混信除去機能  

及びその条件  

混信パルスの幅、送信繰り返し、電力等 

 

 

 

  



 

138 
 

参考資料６ レーダー諸元モデル 

 

 高性能型レーダーと汎用型レーダーの諸元をモデル化して示す。 

 

 

レーダー諸元のモデル化 

 

項目  高性能型レーダー  汎用型レーダー 

空中線電力(H/V合計値)  10 kW  400 W  

送信給電損失 2 dB  2 dB  

空中線利得（送信） 42 dBi  38 dBi 

サイドローブ減衰量（*） -30 dB  -27 dB  

送信周波数離隔減衰量  5MHz 以上 50 dB 50 dB  

送信周波数離隔減衰量 10MHz 以上  60 dB 60 dB 

受信フィルタ周波数特性  5MHz離隔 以上  50 dB  50 dB  

受信フィルタ周波数特性 10MHz離隔 以上  60 dB  60 dB 

受信給電損失  2 dB 2 dB  

最小受信電力  -110 dBm -110 dBm  

混信許容受信電力 I/N  -10 dB  0 dB 

 

（*）主指示方向から15°以上 
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参考資料７ レーダー間の混信計算モデル 

 

 レーダー間の混信の影響を見積もる必要がある。よって、定量的に妨害波強度

を計算するためのモデルを考える。 

 

（１）混信概念図 

 混信は、混信を与える①与干渉局から電波が発射され、②電波伝搬路を通り、

混信を被る③被干渉局に電波が伝わることで、発生する。 

 

 

 
混信概念図 

 

（２）妨害波強度計算 

 妨害波強度の計算をするためのパラメータは、与干渉局、電波伝送路、被干渉

局それぞれに対して、次のとおり定めることができる。 
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混信計算のための各パラメータ 

与干渉情報 

空中線 
空中線利得 𝐺𝐺𝑡𝑡 

給電損失 𝐿𝐿𝑡𝑡 

送信機 

送信電力 𝑃𝑃𝑡𝑡 

送信周波数 𝑝𝑝𝑡𝑡 

送信電力スペクトラム  𝑇𝑇(𝑝𝑝) 

位置情報 

緯度・経度  

標高  

空中線高  

電波伝搬損失情報 

自由空間伝搬損失 
両局間離隔距離  𝑟𝑟 

送信周波数 𝑝𝑝𝑡𝑡 

電波の屈折 
大気による屈折を考慮した 

等価地球半径係数 4/3 

リッジ回折損失 
山岳等の電波伝搬経路における障害物

（地球高度マップ情報） 

𝐿𝐿𝑑𝑑 

大気減衰 電波の大気による減衰 𝐾𝐾𝑑𝑑 

被干渉局情報 

空中線 
空中線利得 𝐺𝐺𝑑𝑑 

給電損失 𝐿𝐿𝑑𝑑 

受信機 

受信周波数 𝑝𝑝𝑑𝑑 

最小受信感度 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

受信フィルタ特性 𝑅𝑅(𝑝𝑝) 

位置情報 

緯度・経度  

標高  

空中線高  

 

 

 これらのパラメータを用い、被干渉局に置ける受信機入力端での混信電力強度

（Pi）は以下の式で計算される。 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑅𝑅𝑃𝑃 − 𝐿𝐿𝑑𝑑 + 𝐺𝐺𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐴𝐴(𝛥𝛥𝑝𝑝) [（𝑝𝑝𝑑𝑑𝑘𝑘]］ 
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 ここで、 

 ・𝐸𝐸𝐼𝐼𝑅𝑅𝑃𝑃： 与干渉局放射電波強度（dBm）・・・（送信電力-給電損失＋空中線

利得） 

 ・𝐿𝐿𝑑𝑑 : 電波伝搬損失（dB） （＊） 

 ・𝐺𝐺𝑑𝑑 : 被干渉局空中線利得（dBi）・・・（混信条件によりメイン/サイド） 

 ・𝐿𝐿𝑑𝑑 : 被干渉局受信電力損失（dB） 

 ・𝐴𝐴(𝛥𝛥𝑝𝑝): 被干渉局と与干渉局の周半数差(𝛥𝛥𝑝𝑝＝𝑝𝑝𝑑𝑑 − 𝑝𝑝𝑡𝑡)から生ずる離調減衰量(d

B) 

  （＊）𝐿𝐿𝑑𝑑0: 自由空間伝搬損失、𝐿𝐿𝑑𝑑 : リッジ回折損失、𝐾𝐾𝑑𝑑 : 大気減衰 の合計値 
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参考資料８ 想定設置場所での混信シミュレーション 

 

（１）レーダー配置図 

 高性能型レーダーをXバンドレーダ雨量計(X-MP)の設置場所、汎用型レーダーを

A社の設置計画場所として、混信シミュレーションを行った。 

 

 

 

（２）混信計算結果 

 X-MPへの周波数割当てが少ない、周波数9795MHzで混信計算を実施した。A社の

設置計画に基づく汎用型気象レーダーがX-MPに混信を与える件数、A社レーダー間

で混信を生ずる件数、及びX-MPがA社レーダーに混信を与える件数を表にまとめ

た。 

    

 （ア）メイン－サイド混信結果 

  メイン－サイド混信結果については次のとおりとなった。  
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メイン－サイド混信結果 

 被干渉（*1, *2） 

高性能型（42台） A社設置計画（139台） 

与

干

渉 

高性能型（42台） － 35[30台] 

A社設置計画（139台） 33[29台] 135[69台] 

*1 表中の数字はレーダーグループ間で混信を生じる組み合わせを示す。１台の

レーダーから複数のレーダーに混信を与える場合は、その混信数が内数に含

まれる。 

*2  [ ] の数字は混信に関わるA社計画のレーダーの台数 

 

 （イ）サイド－サイド混信結果 

  サイド－サイド混信結果については次のとおりとなった。 

 

 

サイド－サイド混信結果 

 被干渉（*3, *4） 

高性能型（42台） A社設置計画（139台） 

与

干

渉 

高性能型（42台） － 8[ 8台] 

A社設置計画（139台） 5[ 5台] 55[36台] 

*3 表中の数字はレーダーグループ間で混信を生じる組み合わせを示す。1台のレ

ーダーから複数のレーダーに混信を与える場合は、その混信数が内数に含ま

れる。 

*4 [ ] の数字は混信に関わるA社計画のレーダーの台数 
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 高性能型レーダーに対する混信計算結果をまとめると、次のとおりとなる。 

 

 

高性能型レーダーの混信計算結果 

混信方向 ビーム会合条件 A社汎用型レーダー 

高性能型レーダーに与える混

信 

メイン－サイド 29台 

サイド－サイド  5台 

高性能型レーダーから受ける

混信 

メイン－サイド 30台 

サイド－サイド  8台 

個別レーダー台数（*5） 32台 

*5 すべてのケースにおいて関与するA社レーダーの個別台数 

 

 （ウ）汎用型レーダー1サイトが混信を受ける与干渉数 

 ある汎用型気象レーダーが混信を受ける与干渉数をまとめると次のとおり

となった。混信許容台数（２台）を超えたサイト数は20か所となった。 

 

汎用型レーダー１サイトが混信を受ける与干渉数 

サイド－サイド混信 混信を生ずるレーダー台数 3台以上 

A社計画レーダー 0 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 

与干渉数 70 34 15 13 3 4 0 0 0 20 

 

 

 A社が計画している汎用型レーダーが高性能型レーダーに混信を与えるサイトは、

次のとおりとなった。 
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高性能型レーダーとA社計画の汎用型レーダーの位置と混信を与える、 

又はあるいは受けるサイトの位置関係（各エリア） 

凡例  紫色：高性能型レーダー 水色：汎用型レーダー  

赤線：高性能型レーダーに混信を与えるサイトの関係 

 

 （エ）関東での混信シミュレーション 

  関東エリアにおいて、高性能型気象レーダーの新たな周波数割り当ての余地

がない。今後設置が予定される汎用型気象レーダー（予定周波数9795MHz）が、高

性能型気象レーダーと同一周波数（高性能型を9795MHzとした場合）でも高性能型

に混信を与えるかどうかを検証した。 

 

 検証の結果、関東エリアの高性能型レーダーを同一周波数とした場合、1か所で

混信することが分かった。千葉県外房の汎用型レーダーに-20dB相当の混信低減対

策を適用しても、栃木県内の高性能型レーダーへの混信は避けられないことが分

かる。このことは、円内に汎用型レーダーを置くことは、ほぼ難しいことを示し

ている。今後の関東エリアでの高性能型レーダーの周波数割り当ての余地を残す

ため、関東には汎用型レーダーを設置しないようにすることが必要である。 
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関東での混信シミュレーション結果 

 

 （オ）関東以外での混信シミュレーション 

  関東エリア以外では、高性能型気象レーダーの設置状況により、同一周波数

以外の選択もある程度許容できるとした場合のシミュレーションも行った。具体

的には、同一周波数を割り当てた場合と、5MHz離調（50dB混信電力ダウン）のケ

ースでシミュレーションを行った。 

 また、電波吸収体の適用など、-20dB相当の対策を行った場合の検討も行った。 

139か所の汎用型気象レーダーに対してシミュレーションを行った結果をまとめる

と、以下のとおりとなった。 

 

混信計算結果 

  
電波吸収体適用などの 

-20dB相当の対策の有無 

離調周波数 なし あり 

0MHz (同一周波数) 63/139 37/139 

5MHz (-50dB) 11/139 5/139 

現用周波数 29/139 11/139 
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参考資料９ 汎用型気象レーダーの展開計画の検討結果について 

 

 現在計画されている201か所の設置候補場所について、高性能型気象レーダー

（国交省X-MP、自治体及び公共機関）と観測範囲が重ならないような設置計画の

検討を行った。 

 

＜条件1＞ 

 高性能型気象レーダーの最低仰角におけるビームの高さが標高1000m以下となる

レンジ範囲を観測範囲とし、観測範囲と一定比率（20％とした）以上、重ならな

いこと。ただし、地形によってビームが遮蔽される場合は、それ以遠は観測範囲

と見なさない。 

 

＜条件2＞ 

 汎用型レーダーの観測範囲は半径30km以内とする。ただし、半径30kmでビーム

の高さは標高1000m以下となる。 

 

＜条件3＞ 

 全国的に展開した配置となっていること。 

 全国的とは、47都道府県中、37都道府県に設置されていることとする。 

 

 この条件に基づくと、201ヶ所中139ヶ所について、高性能型気象レーダーと観

測範囲が重ならない（重複率20％以下）ことが分かった。 

 

 配置箇所の都道府県について、今回の結果を基に計算すると、37都道府県で設

置可能となる。設置が困難なのは10府県となる（レーダーが設置できない府県は、

宮城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、富山県、愛知県、大阪府、奈良県、福岡県, 

熊本県）。また、条件に合致しなかった61か所は観測範囲の重複率が20％を超え

ており、高性能型気象レーダーと観測範囲が重ならないようにすることは難しい。 

 

 汎用型レーダーが利用できる局数を増やすためには、例えば、送信スペクトル

のマスクをより細かく、厳しく設定し、隣接チャンネルへの影響低減等の改良や、

局ごとの送信ブランキング等の対策が必要である。 

 

混信計算を行った結果に基づく設置可能な都道府県の割合 

離調周波数 設置可能な都道府県の割合 

0MHz (同一周波数) 26/47 

5MHz (-50dB) 37/47 

10MHz(-60dB) 37/47 

現用周波数 35/47 

 

 以上を検討した結果、201か所中139か所について、高性能型気象レーダーと観

測範囲が重ならない（重複率20％以下となる）ことが分かった。また、高性能型

気象レーダーと観測範囲が重ならないにも関わらず、高性能型気象レーダーがす

でに汎用型と同一周波数を用いているため、高性能型気象レーダーとの混信が避

けられない汎用型気象レーダーが29か所存在することも分かった。 



 

148 
 

 

参考資料10 占有周波数帯幅の測定例 

 

 占有周波数帯幅（OBW）の測定における測定例を以下に示す。 

 

 

 
OBWの測定（P0N） 

 

    
 

OBWの測定（Q0N） 
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  特性周波数のスペクトルの測定例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWの測定 （V0N） 

 

 

表 特性周波数スペクトル測定例 

 電波の型式 測定値 

OBW[MHz] 

P0N 1.26 

Q0N 1.58 

V0N 3.48 

送信周波数偏差[kHz] 

P0N -2.5 

Q0N -10.0 

送信周波数偏差[ppm] 

P0N -0.27 

Q0N -1.06 

 

  パルス仕様 

  P0N：パルス幅 1 μs 

  Q0N：パルス幅 50μs、変調幅 2MHz 
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参考資料11 電波防護指針 

 

我が国では、無線設備から発射される電波について、これまでの科学的知見を

基に人体に影響を及ぼさない十分な安全率を考慮した安全基準（電波防護指針）

を定め、それに基づき電波法令により安全性を確保している。電波法施行規則第

二十一条の三においては、無線設備が安全施設をしなければならない電波の強度

について、次のとおり定められている。 

 電波法施行規則第二十一条の三 

 （電波の強度に対する安全施設） 

 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度（略）が別表第二号の

三の二に定める値を超える場所（略）に取扱者のほか容易に出入りすることがで

きないように、施設をしなければならない。（以下、略。） 

 

別表第二号の三の二 電波の強度の値の表（第21条の３関係）  

 

第１ 

周波数 
電界強度の実効値 

（V/m） 

磁界強度の実効値 

（A/m） 

電束密度の実効値 

（mW/cm2） 

100kHzを超え３MHz以下 275 2.18 f-1 
 

３MHzを超30MHz以下 824f-1 2.18 f-1 

30MHzを超え300MHz以下 27.5 0.0728 0.2 

300MHzを超え1.5GHz以下 1.585f-1 f1/2/237.8 f/1500 

1.5GHzを超え300GHz以下 61.4 0.163 1 

 

注１ ｆは、MHzを単位とする周波数とする。 

 ２ 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの６分間における平均値と

する。 

 ３ 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によるこ

とが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるも

のとする。 

 ４ 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の

無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各

周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各

周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ１を超えてはならない。 
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第２ 

周波数 
電界強度の実効値 

（V/m） 

磁界強度の実効値 

（A/m） 

電束密度の実効値 

（mW/cm2） 

10kHzを超え10MHz以下 83 21 2.7×10-5 

 

注１ 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の

値とする。 

 ２ 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によるこ

とが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによる

ものとする。 

 ３ 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の

無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度

については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる

合理的な方法により算出された値がそれぞれ１を超えてはならない。 
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